
0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

3 2 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 4 5
5 2\ 4 9 8 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年 6月17日　から　令和 3年 7月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21003380

1 委 託 業 務 名 吹田市立豊津第一小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立豊津第一小学校

商号又は名称 株式会社久保造園土木　吹田支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　久保　可奈子

収 入

印 紙 請書

令和 3年 6月16日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市山田東３丁目１５番６号



吹田市立豊津第一小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立豊津第一小学校の緑化の質的向上を図ることを目

的とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

カイズカイブキ 

C=46～60cm 剪定 28 本 道路側の交通標識・電

線付近まではみ出し

た徒長枝及び運動場

フェンス内側 30 ㎝内

の高木の強剪定 

図面① 

C=61～80cm 剪定 15 本 

C=81～100cm 剪定 6 本 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年６月１７日から令和３年７月３０日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 

５ その他 



  交通誘導員の配置及び道路使用許可手続きに係る費用については受

託者の負担とする。 





0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 4 0
0 0\ 4 4 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年 7月 1日　から　令和 3年10月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21003706

1 委 託 業 務 名 吹田市立千里第二小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立千里第二小学校

商号又は名称 大商造園株式会社　吹田支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　前田　智恵子

収 入

印 紙 請書

令和 3年 6月30日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市五月が丘南１７番７号



吹田市立千里第二小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立千里第二小学校の緑化の質的向上を図ることを目

的とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

グミ 

H=3.0m 

C=0.3m 

W=2.0m 

伐採 １本 地際以下 図面① 

H=4.0m 

C=1.0m 

W=5.0m 

伐採 １本 地際以下 図面② 

ネズミモチ H=3.5m 伐採 １本 地際以下 図面③ 

クスノキ H=3.5m 伐採 １本 地際以下 図面④ 

カシ株立 H=5.0m 伐採 ３本 
地際以下 図面⑤⑥

⑦ 

トベラ H=1.5m 伐採 １本 地際以下 図面⑧ 

実生木 約 50 ㎡ 撤去 １式 図面⑨ 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 



４ 作業時期 
令和３年７月１日から令和３年１０月３１日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 

５ その他 
  枝の一部が学校と隣接する民家の敷地内まで伸びているため、事前に

民家とも調整のうえ業務を行うこと。 





0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

9 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 1 5
9 0\ 1 7 4 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年 7月 6日　から　令和 3年 8月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21003804

1 委 託 業 務 名 吹田市立佐竹台小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立佐竹台小学校

商号又は名称 株式会社久保造園土木　吹田支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　久保　可奈子

収 入

印 紙 請書

令和 3年 7月 5日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市山田東３丁目１５番６号



吹田市立佐竹台小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立佐竹台小学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

クスノキ C=190cm 剪定 １本 
剪定する枝は学校と

要調整 図面① 

サクラ C=153cm 伐採 １本 地際以下 図面② 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年６月００日から令和３年８月００日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 





0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 請書

令和 3年 7月 8日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市山田東３丁目１５番６号

商号又は名称 株式会社久保造園土木　吹田支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　久保　可奈子

21003905

1 委 託 業 務 名 吹田市立津雲台小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立津雲台小学校

3 履 行 期 間 令和 3年 7月 9日　から　令和 3年 9月10日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 1 6

2 7\ 1 8 2

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

5 7 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立津雲台小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立津雲台小学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

ネムノキ C=110cm 剪定 １本 
強剪定（ツルも除去） 

図面① 

ポプラ C=30cm 伐採 １本 地際以下 図面② 

セイヨウバクチノ

キ 
 剪定 ２本 

剪定（フェンスから

出ている部分のみ 50 
cm 中で） 図面③⑤ 

サクラ ひこばえ  除去 ２本 
ひこばえ除去 
図面④⑥ 

ネズミモチ等  伐採 １式 
フェンス付近の実生

（中木）などすべて

伐採 図面⑦ 

ヤマナラシ C=65cm 伐採 １本 
隣接保育園倉庫上に

枝あり 図面⑧ 
場所等の詳細は、図面のとおりとする。 

 
 



４ 作業時期 
令和３年７月９日から令和３年９月１０日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 

５ その他 
学校と隣接する保育園及び老人保健施設の運営等に支障をきたさな

いよう、事前に調整のうえ作業を行うこと。 
 





0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

5 2 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 4
7 2\ 4 9 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年 6月30日　から　令和 3年 7月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21004200

1 委 託 業 務 名 吹田市立豊津第一小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立豊津第一小学校

商号又は名称 株式会社久保造園土木　吹田支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　久保　可奈子

収 入

印 紙 請書

令和 3年 6月29日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市山田東３丁目１５番６号



吹田市立豊津第一小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立豊津第一小学校の緑化の質的向上を図ることを目

的とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

キョウチクトウ H=2.0m 伐採 5 本 図面①②③④⑤ 

ムクゲ H=2.0m 伐採 1 本 図面⑥ 

カイズカイブキ 
C=0.48～

0.56m 
伐採 4 本 図面⑦⑧⑨⑩ 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年６月３０日から令和３年７月３０日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 





0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 請書

令和 3年 6月 4日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市千里山高塚２２番４号

商号又は名称 株式会社井畑造園土木　吹田支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　諸藤　延由

21003095

1 委 託 業 務 名 吹田市立吹田東小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立吹田東小学校

3 履 行 期 間 令和 3年 6月 7日　から　令和 3年 7月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 3 4

0 0\ 3 7 4

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立吹田東小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立吹田東小学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

サクラ C=147cm 伐採 １本 地際以下 図面① 

プラタナス C=85cm 伐採 １本 地際以下 図面② 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年６月７日から令和３年７月３０日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 





0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

5 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 3 5
5 0\ 3 9 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年 6月 7日　から　令和 3年 7月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21003097

1 委 託 業 務 名 吹田市立吹田南小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立吹田南小学校

商号又は名称 株式会社井畑造園土木　吹田支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　諸藤　延由

収 入

印 紙 請書

令和 3年 6月 4日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市千里山高塚２２番４号



吹田市立吹田南小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立吹田南小学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

クスノキ C=155cm 伐採 １本 地際以下 図面① 

シュロ 

C=50cm 伐採 １本 地際以下 図面② 

C=50cm 伐採 １本 地際以下 図面③ 

C=35cm 伐採 １本 地際以下 図面④ 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年６月７日から令和３年７月３０日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 





0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

4 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 4 2
4 0\ 4 6 6 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年 7月 6日　から　令和 3年 8月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21003801

1 委 託 業 務 名 吹田市立山手小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立山手小学校

商号又は名称 株式会社北大阪ガーデン

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　砂子　滋

収 入

印 紙 請書

令和 3年 7月 5日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市内本町３丁目１９番９号



吹田市立山手小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立山手小学校の緑化の質的向上を図ることを目的と

する。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

ネズミモチ C=95cm 伐採 １本 地際以下 図面① 

クスノキ C=67cm 伐採 １本 地際以下 図面② 

クスノキ C=130cm 伐採 １本 地際以下 図面③ 

シュロ C=45cm 伐採 １本 地際以下 図面④ 

クスノキ C=65cm 伐採 １本 地際以下 図面⑤ 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年７月６日から令和３年８月３１日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 





0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 請書

令和 3年 7月 8日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市竹谷町６番１７号

商号又は名称 株式会社虎谷造園土木

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　虎谷　コイ子

21003894

1 委 託 業 務 名 吹田市立岸部第一小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立岸部第一小学校

3 履 行 期 間 令和 3年 7月 9日　から　令和 3年 9月10日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 6

0 0\ 6 6

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立岸部第一小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立岸部第一小学校の緑化の質的向上を図ることを目

的とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

サクラ C=81cm 伐採 １本 
地際以下 
図面① 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年７月９日から令和３年９月１０日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 





0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 請書

令和 3年 7月 8日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市竹谷町６番１７号

商号又は名称 株式会社虎谷造園土木

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　虎谷　コイ子

21003900

1 委 託 業 務 名 吹田市立吹田第三小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立吹田第三小学校

3 履 行 期 間 令和 3年 7月 9日　から　令和 3年 9月10日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 4 5

0 0\ 4 9 5

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立吹田第三小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立吹田第三小学校の緑化の質的向上を図ることを目

的とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

クスノキ 

C=205cm 

C=200cm 

C=170cm 

C=214cm 

剪定 ４本 
強剪定 図面①②③

④ 

マキ 
C=58cm 

C=64cm 
剪定 ２本 図面⑤⑥ 

エノキ C=87cm 伐採 １本 地際以下 図面⑦ 

ビワ C=73cm 剪定 １本 強剪定 図面⑧ 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年７月９日から令和３年９月１０日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 





0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 3 4
0 0\ 3 7 4 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年 7月 9日　から　令和 3年 9月10日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21003903

1 委 託 業 務 名 吹田市立千里第三小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立千里第三小学校

商号又は名称 株式会社寺前造園

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　寺前　昭二郎

収 入

印 紙 請書

令和 3年 7月 8日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市春日２丁目２番１６号



吹田市立千里第三小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立千里第三小学校の緑化の質的向上を図ることを目

的とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

カイズカイブキ C=62～77cm 伐採 
１１

本 
地際以下 図面① 

ケヤキ 
C=170cm 剪定 １本 

強剪定 天止め 
図面② 

C=140cm 剪定 １本 
強剪定 天止め 
図面③ 

サクラ C=150cm 
伐採 
剪定 

１本 
民家側伐採 
学校側剪定 
図面④ 

サクラ C=120cm 
伐採 
剪定 

１本 
民家側伐採 
学校側剪定 
図面⑤ 

ヒマラヤスギ  撤去 ２本 
防球ネットに引っか

かっている枝の撤去 
図面⑥ 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 



４ 作業時期 
令和３年７月９日から令和３年９月１０日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 





0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

5 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 1 4
5 0\ 1 5 9 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年 9月 1日　から　令和 3年10月29日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21004719

1 委 託 業 務 名 吹田市立片山小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立片山小学校

商号又は名称 グリーンワークス株式会社

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　久保　俊惠

収 入

印 紙 請書

令和 3年 8月31日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市藤が丘町３４番５号



吹田市立片山小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立片山小学校の緑化の質的向上を図ることを目的と

する。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

センペルセコイア C=230cm 剪定 １本 
北側電柱の高さに天

止めかつ樹種にあっ

た剪定 図面① 
場所等の詳細は、図面のとおりとする。 

 
４ 作業時期 

令和３年９月１日から令和３年１０月２９日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 





0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 請書

令和 3年 8月 2日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市竹谷町６番１７号

商号又は名称 株式会社虎谷造園土木

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　虎谷　コイ子

21004248

1 委 託 業 務 名 吹田市立藤白台小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立藤白台小学校

3 履 行 期 間 令和 3年 8月 3日　から　令和 3年10月29日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 3 2

9 0\ 3 6 1

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

9 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立藤白台小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立藤白台小学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

スダジイ 

C=210cm 

剪定 

１本 樹勢にあった剪定を

基本とし、混み合っ

ている枝やフェンス

から出ている枝も切

る。 図面①②③ 

C=140cm １本 

C=160cm １本 

サクラ 

C=222cm 

剪定 

１本 

強剪定かつ、フェン

スから出ている枝を

フェンス内側から切

る。 図面④ 

C=112cm １本 強剪定 図面⑤ 

C=87cm １本 天止めかつ、道路側

へ出ている枝を切

る。 図面⑥⑦ C=47cm １本 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 



４ 作業時期 
令和３年８月３日から令和３年１０月２９日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 





0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 請書

令和 3年 9月30日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市竹谷町６番１７号

商号又は名称 株式会社虎谷造園土木

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　虎谷　コイ子

21005536

1 委 託 業 務 名 吹田市立千里たけみ小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立千里たけみ小学校

3 履 行 期 間 令和 3年 9月30日　から　令和 3年10月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

7
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 4 5

2 6\ 4 9 8

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

2 9 7

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立千里たけみ小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立千里たけみ小学校の緑化の質的向上を図ることを

目的とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 寸法など 作業区分 本数 備考 

ヒラドツツジ 
H=190cm 

15 ㎡ 
伐採 １本 地際以下 図面① 

ヒラドツツジ 
H=190cm 

13 ㎡ 
伐採 １本 地際以下 図面② 

ヒラドツツジ 
H=130cm 

3 ㎡ 
伐採 １本 地際以下 図面③ 

ヒラドツツジ 
H=160cm 

9 ㎡ 
伐採 １本 地際以下 図面④ 

ヒラドツツジ 
H=190cm 

15 ㎡ 
伐採 １本 地際以下 図面⑤ 

ヒラドツツジ 
H=190cm 

15 ㎡ 
伐採 １本 地際以下 図面⑥ 

ヒラドツツジ 
H=220cm 

11 ㎡ 
伐採 １本 地際以下 図面⑦ 

クチナシ 
H=210cm 

10 ㎡ 
伐採 １本 地際以下 図面⑧ 

ヒラドツツジ 
H=220cm 

18 ㎡ 
伐採 １本 地際以下 図面⑨ 



ヒラドツツジ 
H=130cm 

3 ㎡ 
伐採 １本 地際以下 図面⑩ 

クチナシ 
H=160cm 

10 ㎡ 
伐採 １本 地際以下 図面⑪ 

ヒラドツツジ 
H=130cm 

9 ㎡ 
伐採 １本 地際以下 図面⑫ 

ヒラドツツジ 
H=150cm 

5 ㎡ 
伐採 １本 地際以下 図面⑬ 

アキニレ C=100cm 伐採 １本 地際以下 図面⑭ 

アキニレ C=51cm 伐採 １本 地際以下 図面⑮ 

アキニレ C=52cm 伐採 １本 地際以下 図面⑯ 

アキニレ C=42cm 伐採 １本 地際以下 図面⑰ 

サンゴジュ C=65cm 伐採 １本 地際以下 図面⑱ 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年９月３０日から令和３年１０月３１日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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#

収 入

印 紙 請書

令和 3年 9月15日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市原町２丁目５４番１６－３０９号

商号又は名称 株式会社ティエムケイ

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　金森　宣生

21005007

1 委 託 業 務 名 吹田市立豊津第二小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立豊津第二小学校

3 履 行 期 間 令和 3年 9月15日　から　令和 3年11月14日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 ￥ 6

6 0￥ 7 2

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

6 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立豊津第二小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立豊津第二小学校の緑化の質的向上を図ることを目

的とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了確認

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

ナンキンハゼ C=140cm 剪定 １本 
強剪定 
天止め約５ｍ 
図面① 

ナンキンハゼ C=105cm 剪定 １本 
強剪定 
天止め約５ｍ 
図面② 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年９月１５日から令和３年１１月１４日までとする。 

ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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業務委託契約書

21005878

1 委 託 業 務 名 吹田市立北山田小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立北山田小学校

3 履 行 期 間 令和 3年10月25日　から　令和 3年12月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

2 1
千 百 十 円

\ 6
5 6

5 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 5 0 0

5 契 約 の 保 証 免　　除

\

吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ７ 条

代 表 者 　吹田市長　後藤　圭二

所 在 地 　吹田市千里山高塚２２番４号

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年10月25日

発　注　者

称 号 又 は 名 称 　株式会社井畑造園土木　吹田支店

代 表 者 氏 名 　支店長　諸藤　延由 ㊞

受　注　者



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立北山田小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立北山田小学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

マツ 
H＝15ｍ 

C＝95cm 
伐採 １本 地際以下 図面① 

マツ 
H＝15ｍ 

C＝125cm 
伐採 １本 地際以下 図面② 

マツ 
H＝15ｍ 

C＝110cm 
伐採 １本 地際以下 図面③ 

マツ 
H＝12ｍ 

C＝100cm 
伐採 １本 地際以下 図面④ 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年１０月２５日から令和３年１２月２８日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 



エアコン設置教室

所在地

学校名

縮 尺 番号

３階平面図
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#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 4 5
0 0\ 4 9 5 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年11月 1日　から　令和 4年 1月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21006044

1 委 託 業 務 名 吹田市立山田第二小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立山田第二小学校

商号又は名称 大商造園株式会社　吹田支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　前田　智恵子

収 入

印 紙 請書

令和 3年11月 1日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市五月が丘南１７番７号



吹田市立山田第二小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立山田第二小学校の緑化の質的向上を図ることを目

的とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

メタセコイヤ C=220cm 強剪定 １本 
図面① 
天止め、全体を剪定 

クスノキ C=160cm 強剪定 １本 

図面② 
学校敷地外へはみ出

し、民家に接近、電線

に干渉している枝を

剪定 
場所等の詳細は、図面のとおりとする。 

 
４ 作業時期 

令和３年１１月１日から令和４年１月３１日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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#
0
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#

収 入

印 紙 請書

令和 3年10月19日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市藤が丘町３４番５号

商号又は名称 グリーンワークス株式会社

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　久保　俊惠

21005752

1 委 託 業 務 名 吹田市立吹田南小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立吹田南小学校

3 履 行 期 間 令和 3年10月19日　から　令和 3年12月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 1 3

5 0\ 1 4 8

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

5 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立吹田南小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立吹田南小学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

サクラ C=275cm 伐採 １本 地際以下 図面① 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年１０月１９日から令和３年１２月２８日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 



ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ

所在地

学校名

縮 尺 番号

２階平面図

３階平面図

４階平面図

配置図兼１階平面図

吹田市立吹田南小学校

吹田市南吹田５丁目１２番１号

５

①

②

③

④ （13）

⑤ （8）

12-1～12-2

（　）内は台帳棟番号

（1-1～1-4）

（9-1～9-2）

②

⑥

④ ①
③

⑤
保全棟番号
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音楽
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屋上

屋上

機械室

教材

理科 音楽ＷＣ

ＷＣ

（乾）

ＷＣ

（乾）

ＷＣ

（乾）

ＷＣ

（乾）

砂場

H=8

10000

ｺﾞﾐ庫

倉 陶
倉

附属室

6000

6
00
0

留守家庭

通用門

給食用門

運動場

倉庫H=8

池

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

屋内運動場

玄
関

Ｗ
Ｃ

大プール
(シート)
25×10

小プール
(シート)
10×6

(北に矢印を付す)

正門

校務

会議

校長
給配

放送

給食棟 理科準備
休養室

職員室

玄関

水飲み場

身障者便所

ピロティー

（乾）

ＷＣ

（乾）

ろ材更新（2017年度）
廊下

トイレ

ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ

ＣＲ ＣＲ

ＣＲ ＣＲ ＣＲＷＣ

ＣＲ

ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

災害用物置

洗浄室

ｺﾐｭﾆﾃｨｰ
ｽﾎﾟｯﾄ

ＣＲ ＣＲ ＣＲ

ＣＲ

ＣＲ

準
準

準

準給配

PTA
WC

EV

倉庫

ＣＲ

PC

下足室

更衣室

幼稚園運動場

多目的室

支援 支援 支援 留守相談

エアコン設置教室

スロープ

ポンプ室

図書室

ＣＲ

準備室

ＣＲ

ＷＣ(乾)

多目ＷＣ(乾)

更衣室

更衣室

英語

視聴覚室
ＣＲ

生活科室

学習室

図書室

支援

相談

①
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業務委託契約書

21005903

1 委 託 業 務 名 吹田市立山手小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立山手小学校

3 履 行 期 間 令和 3年10月25日　から　令和 3年12月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

1 9
千 百 十 円

\ 6
5 6

3 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 3 0 0

5 契 約 の 保 証 免　　除

\

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年10月25日

発　注　者

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ７ 条

受　注　者

㊞

所 在 地

　代表取締役　久保　俊惠

　グリーンワークス株式会社

　吹田市藤が丘町３４番５号

代 表 者 氏 名

称 号 又 は 名 称

吹 田 市

代 表 者 　吹田市長　後藤　圭二



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立山手小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立山手小学校の緑化の質的向上を図ることを目的と

する。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

フェニックス C=200cm 伐採 １本 地際以下 図面① 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年１０月２５日から令和３年１２月２８日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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収 入

印 紙 請書

令和 3年12月14日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市春日２丁目２番１６号

商号又は名称 株式会社寺前造園

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　寺前　昭二郎

21006824

1 委 託 業 務 名 吹田市立藤白台小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立藤白台小学校

3 履 行 期 間 令和 3年12月14日　から　令和 3年12月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 4 2

3 0\ 4 6 5

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

3 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立藤白台小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立藤白台小学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

枯マツ C＝93 ㎝ 伐採 １本 図面①地際以下 

枯マツ C＝76 ㎝ 伐採 １本 図面②地際以下 

枯マツ C＝90 ㎝ 伐採 １本 図面③地際以下 

ポプラ C＝125 ㎝ 伐採 １本 図面④地際以下 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年１２月１４日から令和３年１２月２８日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす 
る。 
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00
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吹 田 市

代 表 者 　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者

㊞
所 在 地 　吹田市五月が丘南１７番７号

称 号 又 は 名 称 　大商造園株式会社　吹田支店

代 表 者 氏 名 　支店長　前田　智恵子

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年11月22日

発　注　者

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ７ 条

0 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 6 0
0 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 6 6 0
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年11月22日　から　令和 4年 1月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

21006279

1 委 託 業 務 名 吹田市立岸部第一小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立岸部第一小学校



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立岸部第一小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立岸部第一小学校の緑化の質的向上を図ることを目

的とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

サクラ 
C=190cm 剪定 １本 

図面① 
全体を剪定 

C=41 ㎝ 伐採 １本 図面① 枯れ枝 

サクラ 
C=216cm 剪定 １本 

図面② 
全体を剪定 

C=21～30 ㎝ 剪定 ２本 支障枝撤去 図面② 

サクラ 
C=314 ㎝ 剪定 １本 

図面③ 
全体を剪定 

C=31～40 ㎝ 剪定 ２本 支障枝撤去 図面③ 

サクラ 
C=288 ㎝ 剪定 １本 

図面④ 
全体を剪定 

C=31～40 ㎝ 剪定 ２本 支障枝撤去 図面④ 



サクラ 
C=186 ㎝ 剪定 １本 

図面⑤ 
全体を剪定 

C=119 ㎝ 伐採 １本 図面⑤ 枯れ枝 

サクラ C=21～40 ㎝ 剪定 ２本 支障枝撤去 図面⑥ 

メタセコイヤ C=117 ㎝ 剪定 １本 

図面⑦ 
学校敷地外へはみ出

し、電線に干渉してい

る枝を剪定かつ天止

め 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年１１月２２日から令和４年１月３１日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 



所在地

学校名

縮 尺 番号

吹田市立岸部第一小学校

吹田市岸部中２丁目１９番１号

１３

保全棟番号
(北棟)

②

③
⑤

①

④

⑧

⑦(2・3F)

(東棟)

(西棟)

(南棟)

（ ） は学校での呼称を示す

⑥(1F)

正門

調理室

給配

通用門

校務

通用門
25

×13

大プール

幼稚園

集会室

倉

更衣

便

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ゴミ庫

運　動　場

ｽﾛｰﾌﾟ

ﾎﾟﾝﾌﾟ受水槽

身障者便所

ｽﾛｰﾌﾟ

災害用物置

下足室相談室

その他

雨水槽

雨水槽

ポンプ室

砂場

砂場

（ｼｰﾄ
）

15
10

×（ｼｰﾄ
）小プール

配置図兼１階平面図

給食用門

WC

WC作業

校務

下処理

準

WC

準

太陽の

広場

準

工作

下足室

理科

下足室

音楽室

準備室

音楽室

視聴覚

準

視聴覚

ＷＣ

保管室

屋上

保健

２階平面図

ＣＲ

WC

WC
更衣

職員室

校長

更

WC
(改)

WC
男
(改)

女

屋上

屋上

給配

保管室

保管室

保管室

保管室

保管室

ＷＣ

WC

WC
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ＣＲ

被服

調理

教材

準

WC

WC

図書

ＷＣ

保管室

保管室

保管室

多目的教室

教材

準
低図書

屋上

２階平面図

屋内運動場

ｽﾃｰｼﾞ
倉

倉

２階平面図

吹　抜

吹　抜
放

控

３階平面図

３階平面図 ４階平面図

ＣＲ

保管室

保管室

保管室

保管室

保管室

保管室

更休

ＣＲ給配

（乾）

WC

（乾）

（乾）

（乾）

WC

（乾）

（乾）

WC

ＣＲ

①（4-1～4-3）
②（6-1～6-3）
③（7-1～7-2）
④ （11）
⑤ （8）

（13-1～13-4）⑥⑦

（　）内は台帳棟番号

　エアコン設置教室

放送

留守

留守

学習室 学習室

学習室

通級

学習室
給配

学習室

学習室 ＣＲ ＣＲ

学習室

学習室 英語

保管室保管室保管室教具室

PTA

体育

倉庫

少人数

児童会

算数

ＣＲ

学習室 CR

会議

①
②
③

④
⑤
⑥
⑦



0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 請書

令和 3年11月 8日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市幸町１２番１号

商号又は名称 株式会社中野造園

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　中野　和雄

21006147

1 委 託 業 務 名 吹田市立江坂大池小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立江坂大池小学校

3 履 行 期 間 令和 3年11月 8日　から　令和 4年 1月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 4 5

0 8\ 4 9 8

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

2 8 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立江坂大池小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立江坂大池小学校の緑化の質的向上を図ることを目

的とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

ケヤキ C=90cm 剪定 １本 強剪定 図面① 

クスノキ C=220cm 剪定 １本 強剪定 図面② 

サクラ C=120cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面③ 

サクラ C=35cm 剪定 １本 
枯枝撤去のみ 
図面④ 

サクラ C=150cm 剪定 １本 
枯枝撤去のみ  
図面⑤ 

サクラ C=95cm 剪定 １本 
支障枝撤去のみ  
図面⑥ 

ウメ C=35cm 伐採 １本 図面⑦ 

サクラ C=170cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面⑧ 

サクラ C=80cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面⑨ 



サクラ C=110cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面⑩ 

サクラ C=140cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面⑪ 

サクラ C=117cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面⑫ 

サクラ C=165cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面⑬ 

サクラ C=115cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面⑭ 

サクラ C=156cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面⑮ 

ヒマラヤスギ C=135cm 剪定 １本 図面⑯ 

サクラ C=125cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面⑰ 

サクラ C=55cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面⑱ 

サクラ C=137cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面⑲ 

サクラ C=132cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面⑳ 

ナンキンハゼ C=170cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面㉑ 

サクラ C=63cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面㉒ 

サクラ C=71cm 剪定 １本 
支障枝撤去・枯枝撤

去のみ 図面㉓ 

モミジ C=23cm 剪定 １本 図面㉔ 

モミジ C=38cm 剪定 １本 図面㉕ 

ナンキンハゼ C=130cm 剪定 １本 図面㉖ 

枯木（立ち枯れ） C=61cm 伐採 １本 
図面㉗ 

枯木（倒木） C=57cm 伐採 １本 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
※サクラとナンキンハゼ（図面㉑）は支障枝（フェンス・防球ネッ

ト越え・電線・遊具等）撤去と枯枝撤去。その他の樹木は全体の剪

定・伐採。 



４ 作業時期 
令和３年１１月８日から令和４年１月３１日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 



所在地

学校名
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（　）内は台帳棟番号
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⑥

⑤
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③
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吹田市立江坂大池小学校
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放送ＷＣ 職員室

印刷

ローカ

図書室

ローカ

相談

校長

保健室教材給配

会議

キュービクル

ＷＣ 理科

ローカ

家庭科 給配準備

ローカ

教材

正門
（ICタグ）

準備

女
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（乾）

ＷＣ
（乾）

ＷＣ
（乾）
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①

吹田市立江坂大池小学校樹木剪定等業務

②

③
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⑤
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㉑
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0
0
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0
00
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代 表 者 氏 名 　代表取締役　虎谷　コイ子 ㊞

　第 ７ 条

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年11月22日

発　注　者 吹 田 市

業務委託契約書

21006277

1 委 託 業 務 名 吹田市立古江台小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立古江台小学校

3 履 行 期 間 令和 3年11月22日　から　令和 4年 1月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

4 9
千 百 十 円

\ 1 7
5 9

0 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 0 0 0

5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 1

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

受　注　者

代 表 者 　吹田市長　後藤　圭二

所 在 地 　吹田市竹谷町６番１７号

称 号 又 は 名 称 　株式会社虎谷造園土木



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立古江台小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立古江台小学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

メタセコイア 

C＝117 ㎝ 剪定 １本 図面① 天止め 

C＝121 ㎝ 剪定 １本 図面② 天止め 

C＝102 ㎝ 剪定 １本 図面③ 天止め 

C＝98 ㎝ 剪定 １本 図面④ 天止め 

C＝83 ㎝ 剪定 １本 図面⑤ 天止め 

C＝89 ㎝ 剪定 １本 図面⑥ 天止め 

C＝95 ㎝ 剪定 １本 図面⑦ 天止め 

サクラ 

C＝61 ㎝ 剪定 １本 図面⑧ 
剪定後、道路側に 
はみ出した枝の撤去 C＝21～30 ㎝ 支障枝撤去 ２本 

C＝55 ㎝ 剪定 １本 図面⑨ 
剪定後、道路側に 
はみ出した枝の撤去 C＝21～30 ㎝ 支障枝撤去 １本 

サクラ 
C＝62 ㎝ 伐採 １本 図面⑩ 

C＝68 ㎝ 伐採 １本 図面⑪ 



C＝96 ㎝ 伐採 １本 図面⑫ 

シラカシ C＝87 ㎝ 強剪定 １本 図面⑬ 

サクラ 
C＝59 ㎝ 伐採 １本 図面⑭ 

C＝68 ㎝ 伐採 １本 図面⑮ 

ヒマラヤスギ C＝99 ㎝ 剪定 １本 図面⑯ 

サクラ 

C＝170 ㎝ 伐採 １本 図面⑰（※） 

C＝190 ㎝ 伐採 １本 図面⑱（※） 

C＝210 ㎝ 伐採 ２本 図面⑲⑳（※） 

C＝66 ㎝ 伐採 １本 図面 21 

クスノキ C＝177 ㎝ 強剪定 １本 

図面 22 
2/3 の高さで天止め 
道路側は側溝を越え

ないように剪定 

サクラ C＝85 ㎝ 伐採 １本 図面 23 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
※図面⑰～⑳は、伐採後枝葉を払い、長さ４ｍの丸太にして学校指定 
の場所（体育館付近）に置いておくこと。４ｍに満たない場合は最 
大の長さの丸太に処理すること。 

 
４ 作業時期 

令和３年１１月２２日から令和４年１月３１日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす 
る。 
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業務委託契約書

21006250

1 委 託 業 務 名 吹田市立桃山台小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立桃山台小学校

3 履 行 期 間 令和 3年11月22日　から　令和 4年 1月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

0 5
千 百 十 円

\ 6
5 5

0 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 0 0 0

5 契 約 の 保 証 免　除

\

吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第７条

所 在 地

称 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

代 表 者

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年11月22日

発　注　者

代表取締役　川西　秀次

吹田市長　後藤　圭二

吹田市春日１丁目８番３号

川西造園株式会社

受　注　者

㊞



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立桃山台小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立桃山台小学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

マツ C=120cm 伐採 １本 図面① 地際以下 

アカマツ C=126cm 伐採 １本 図面② 地際以下 

ヒマラヤスギ C=87cm 伐採 １本 図面③ 地際以下 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年１１月２２日から令和４年１月３１日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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収 入

印 紙 請書

令和 3年12月20日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市竹谷町６番１７号

商号又は名称 株式会社虎谷造園土木

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　虎谷　コイ子

21006831

1 委 託 業 務 名 吹田市立古江台小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立古江台小学校

3 履 行 期 間 令和 3年12月20日　から　令和 4年 1月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 4 5

0 0\ 4 9 5

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立古江台小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立古江台小学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

クヌギ 

C＝31～40 ㎝ 

支障枝撤去 

３本 

図面①（※） 

C＝41～60 ㎝ １８本 

C＝61～80 ㎝ ３本 

C＝64 ㎝ 
伐採 

１本 

C＝101～120 ㎝ ２本 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
※当業務における「目通周など」は、１本のクヌギ（C＝205 ㎝）から 
分岐した枝の径である。 

 また、支障枝撤去は、樹高及び樹形を現状の２分の１程度に整える 
ために支障となる枝の撤去のことであり、伐採は、歩道にはみ出し 
ている枝をフェンス上部で伐採することを指す。 

 
４ 作業時期 

令和３年１２月２０日から令和４年１月３１日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす 
る。 
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収 入

印 紙 請書

令和 3年12月21日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市日の出町２６番９－２０８号

商号又は名称 株式会社桃山造園

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　仲井　美子

21006915

1 委 託 業 務 名 吹田市立西山田小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立西山田小学校

3 履 行 期 間 令和 3年12月21日　から　令和 4年 2月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 3 9

7 7\ 4 2 9

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 7 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立西山田小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立西山田小学校の緑化の質的向上を図ることを目的とす

る。 

 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあらかじ

めよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うものとす

る。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷惑を

掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明書に

確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提出するこ

と。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

クスノキ C=170cm 剪定 １本 
図面① 強剪定 天止め 
高さ半分 

サクラ C=116 ㎝ 伐採 １本 図面② 地際以下 

サクラ C=75 ㎝ 伐採 １本 図面③ 地際以下 

サクラ C=161 ㎝ 伐採 １本 図面④ 地際以下 

ケヤキ C=114 ㎝ 剪定 １本 
図面⑤ 強剪定 電線に支障 

高さ半分 

ケヤキ C=160cm 剪定 １本 
図面⑥ 強剪定 電線に支障 

高さ半分 

ケヤキ C=160cm 剪定 １本 
図面⑦ 強剪定 電線に支障 

高さ半分 
場所等の詳細は、図面のとおりとする。 

 
４ 作業時期 

令和３年１２月２１日から令和４年２月２８日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとする。 
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　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

6 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 1 9
6 0\ 2 1 5 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 2月 9日　から　令和 4年 3月25日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21007454

1 委 託 業 務 名 吹田市立豊津第二小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立豊津第二小学校

商号又は名称 田中造園土木株式会社　吹田営業所

㊞代 表 者 氏 名 所長　秋山　弘子

収 入

印 紙 請書

令和 4年 2月 9日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市南正雀２丁目１７番１４号



吹田市立豊津第二小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立豊津第二小学校の緑化の質的向上を図ることを目

的とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等  

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

メタセコイヤ C=120cm 以上 強剪定 ２本 
図面①② 
天止め（1ｍ低く） 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和４年２月９日から令和４年３月２５日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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収 入

印 紙 請書

令和 4年 2月14日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市竹谷町６番１７号

商号又は名称 株式会社虎谷造園土木

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　虎谷　コイ子

21007595

1 委 託 業 務 名 吹田市立片山小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立片山小学校

3 履 行 期 間 令和 4年 2月14日　から　令和 4年 3月25日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

3
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 4 5

7 7\ 4 9 8

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

3 4 3

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立片山小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立片山小学校の緑化の質的向上を図ることを目的と

する。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 
作業

区分 
本数 備考 

アベリア Ｈ＝230 ㎝・12 ㎡ 伐採 １株 図面① 地際以下 

レンギョウ Ｈ＝130 ㎝・16 ㎡ 伐採 １株 図面② 地際以下 

マルバシャリンバイ Ｈ＝200 ㎝・37 ㎡ 伐採 １株 図面③ 地際以下 

アベリア Ｈ＝260 ㎝・30 ㎡ 伐採 １株 図面④ 地際以下  

レンギョウ Ｈ＝100 ㎝・7 ㎡ 伐採 １株 図面⑤ 地際以下 

レンギョウ Ｈ＝130 ㎝・8 ㎡ 伐採 １株 図面⑥ 地際以下 

アベリア Ｈ＝240 ㎝・38 ㎡ 伐採 １株 図面⑦ 地際以下 

マルバシャリンバイ Ｈ＝140 ㎝・8 ㎡ 伐採 １株 図面⑧ 地際以下 

サザンカ Ｈ＝190 ㎝・14 ㎡ 伐採 １株 図面⑨ 地際以下 

キンモクセイ Ｈ＝190 ㎝・14 ㎡ 伐採 １株 図面⑩ 地際以下 

レンギョウ Ｈ＝140 ㎝・8 ㎡ 伐採 １株 図面⑪ 地際以下 

カイズカイブキ Ｃ＝47 ㎝ 伐採 １本 図面⑫ 地際以下 

レンギョウ Ｈ＝170 ㎝・12 ㎡ 伐採 １株 図面⑬ 地際以下 



レンギョウ Ｈ＝140 ㎝・9 ㎡ 伐採 １株 図面⑭ 地際以下 

サンゴジュ Ｃ＝76 ㎝ 伐採 １本 図面⑮ 地際以下 

マルバシャリンバイ Ｈ＝260 ㎝・40 ㎡ 伐採 １株 図面⑯ 地際以下 

カイズカイブキ Ｃ＝41 ㎝ 伐採 １本 図面⑰ 地際以下 

カイズカイブキ Ｃ＝37 ㎝ 伐採 １本 図面⑱ 地際以下 

アベリア Ｈ＝260 ㎝・30 ㎡ 伐採 １株 図面⑲ 地際以下 

レンギョウ Ｈ＝170 ㎝・22 ㎡ 伐採 １株 図面⑳ 地際以下 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和４年２月１４日から令和４年３月２５日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす 
る。 
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代 表 者 氏 名 支店長　森下　定巳 ㊞

吹田市古江台４丁目２番Ⅾ３－３０５号

株式会社理研グリーン　大阪支店

代 表 者 吹田市長　後藤　圭二

受　注　者 所 在 地

称 号 又 は 名 称

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 1月26日

発　注　者 吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第７条

0 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 9 0
0 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 9 9 0
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 1月26日　から　令和 4年 3月18日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

21007232

1 委 託 業 務 名 吹田市立藤白台小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立藤白台小学校



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立藤白台小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立藤白台小学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

ヤマモモ C＝338 ㎝ 
剪定 １本 図面① 強剪定 

天止め 

シラカシ C＝213 ㎝ 
剪定 １本 図面② 強剪定 

天止め 

ヒマラヤスギ 

C＝183 ㎝ 剪定 １本 
図面③～⑥  

防球ネットに支

障が出ないよう

強剪定 

C＝188 ㎝ 剪定 １本 

C＝180 ㎝ 剪定 １本 

C＝115 ㎝ 剪定 １本 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和４年１月２６日から令和４年３月１８日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす 
る。 
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0
0

#
0
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#
0
00
0

受　注　者

代 表 者 　吹田市長　後藤　圭二

所 在 地 　吹田市春日２丁目２番１６号

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

5 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 1 3 5
5 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 1 4 9 0
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 1月26日　から　令和 4年 3月18日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

21007237

1 委 託 業 務 名 吹田市立千里新田小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立千里新田小学校

称 号 又 は 名 称 　株式会社寺前造園

代 表 者 氏 名 　代表取締役　寺前　昭二郎 ㊞

　第 ７ 条

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 1月26日

発　注　者 吹 田 市



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立千里新田小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立千里新田小学校の緑化の質的向上を図ることを目

的とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

メタセコイア C=176cm 強剪定 １本 
図面① 天止め 

（※１） 

メタセコイア C=159cm 強剪定 １本 
図面② 天止め 

（※１） 

メタセコイア C=176cm 強剪定 １本 
図面③ 天止め 

（※１） 

クスノキ C=106cm 強剪定 １本 
図面④ 天止め 

（※１） 

カイズカイブキ他  支障木撤去 １式 図面⑤（※２） 

竹  支障木撤去 １式 図面⑥（※３） 

サクラ C=155cm 枯枝撤去 １本 図面⑦ 

サクラ C=162cm 枯枝撤去 １本 図面⑧ 

 場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 



 ※１ 体育館の排水溝に落ち葉が詰まらないように剪定すること。 
 ※２ 通路側にはみ出している樹木一式を剪定すること。 
 ※３ ２枚あるうち内側の白いフェンスに、学校側から倒れかかって 

いる竹一式を伐採及び撤去すること。 
 

４ 作業時期 
令和４年１月２６日から令和４年３月１８日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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#
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#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 3 8
0 0\ 4 1 8 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 2月 9日　から　令和 4年 3月25日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21007460

1 委 託 業 務 名 吹田市立津雲台小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立津雲台小学校

商号又は名称 株式会社久保造園土木　吹田支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　久保　可奈子

収 入

印 紙 請書

令和 4年 2月 9日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市山田東３丁目１５番６号



吹田市立津雲台小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立津雲台小学校の緑化の質的向上を図ることを目的とす

る。 

 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあらかじ

めよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うものとす

る。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷惑を

掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明書に

確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提出するこ

と。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

サクラ C=240cm 剪定 １本 図面① 強剪定 

サクラ C=250 ㎝ 剪定 １本 図面② 支障枝撤去※１ 

サクラ C=200 ㎝ 剪定 １本 図面③ 強剪定 

サクラ C=100 ㎝ 剪定 １本 図面④ 支障枝撤去※２ 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
※１ サクラ（図面②）の支障枝撤去は、電線に支障となる枝の撤去を指す。 

※２ サクラ（図面④）の支障枝撤去は、フェンスを越えて学校内へ伸びてい 
る枝の撤去を指す。 

 
４ 作業時期 

令和４年２月９日から令和４年３月２５日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとする。 
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業務委託契約書

21007692

1 委 託 業 務 名 吹田市立山手小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立山手小学校

3 履 行 期 間 令和 4年 2月21日　から　令和 4年 3月25日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

9 8
千 百 十 円

\ 6
6 3

5 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 5 0 0

5 契 約 の 保 証 免　　除

\

吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ７ 条

代 表 者 　吹田市長　後藤　圭二

所 在 地 　吹田市山田東３丁目１５番６号

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 2月21日

発　注　者

称 号 又 は 名 称 　株式会社久保造園土木　吹田支店

代 表 者 氏 名 　支店長　久保　可奈子 ㊞

受　注　者



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立山手小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立山手小学校の緑化の質的向上を図ることを目的と

する。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等  

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

シュロ C=120cm 伐採 １本 図面① 地際以下 

ナンキンハゼ C=90cm 伐採 １本 図面② 地際以下 

ナンキンハゼ C=160cm 伐採 １本 図面③ 地際以下 

ギンモクセイ C=80cm 伐採 １本 図面④ 地際以下 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和４年２月２１日から令和４年３月２５日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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収 入

印 紙 請書

令和 4年 2月 9日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市五月が丘南１７番７－１０１号

商号又は名称 邦宝建設株式会社

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　廣政　満美子

21007443

1 委 託 業 務 名 吹田市立吹田東小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立吹田東小学校

3 履 行 期 間 令和 4年 2月 9日　から　令和 4年 3月25日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 6

5 0\ 7 1

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

5 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立吹田東小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立吹田東小学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

ポプラ C＝116 ㎝ 伐採 １本 
図面①  
地際以下 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和４年２月９日から令和４年３月２５日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす 
る。 
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　支店長　諸藤　延由 ㊞

受　注　者

代 表 者 　吹田市長　後藤　圭二

所 在 地 　吹田市千里山高塚２２番４号

称 号 又 は 名 称 　株式会社井畑造園土木　吹田支店

代 表 者 氏 名

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 1月26日

発　注　者 吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

第 ７ 条

0 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 8 7
0 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 9 5 7
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 1月26日　から　令和 4年 3月18日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

21007235

1 委 託 業 務 名 吹田市立山田第一小学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立山田第一小学校



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立山田第一小学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立山田第一小学校の緑化の質的向上を図ることを目

的とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

アベマキ 
（枝張り 6ｍ以上） 

C＝146 ㎝ 強剪定 １本 
図面① 
（※１）（※２） 

イチョウ 
（枝張り 6ｍ以上） 

C＝158 ㎝ 強剪定 １本 
図面②  
（※１）（※２） 

アラカシ（実生木） C＝55 ㎝ 伐採 １本 
図面③ フェンス外

側の支障木（キンモ

クセイは剪定不要） 

サクラ C＝84 ㎝ 伐採 １本 図面④ 地際以下 

ケヤキ C＝145 ㎝ 強剪定 １本 
図面⑤ 過去に剪定

した箇所で天止め 
（※２）（※３） 

カイズカイブキ C＝110 ㎝ 強剪定 １本 
図面⑥ 過去に剪定

した箇所で天止め 
（※２）（※３） 

タイワンフウ C＝101 ㎝ 強剪定 １本 
図面⑦ 過去に剪定

した箇所で天止め 
（※２）（※３） 



サクラ C＝62 ㎝ 強剪定 １本 図面⑧ 枯枝の除去 
（※２） 

タイワンフウ C＝103 ㎝ 強剪定 １本 
図面⑨ 過去に剪定

した箇所で天止め 
（※２）（※３） 

サクラ C＝90 ㎝ 伐採 １本 
図面⑩ 枯損木 
地際以下 

ナンキンハゼ 
（実生木） 

C＝65 ㎝ 伐採 １本 
図面⑪ フェンス外

側の支障木 
ナンキンハゼ 
（実生木） 

C＝32 ㎝ 伐採 １本 
図面⑫ フェンス外

側の支障木 

アオギリ C＝37 ㎝ 伐採 １本 図面⑬ 地際以下 

サクラ C＝71 ㎝ 伐採 １本 図面⑭ 地際以下 

アメリカフウ C＝151 ㎝ 強剪定 １本 
図面⑮ 過去に剪定

した箇所で天止め 
（※２）（※３） 

カイズカイブキ C＝65 ㎝ 伐採 １本 図面⑯ 地際以下 

ケヤキ C＝103 ㎝ 強剪定 １本 
図面⑰ 過去に剪定

した箇所で天止め 
（※２）（※３） 

タイワンフウ 

C＝96 ㎝ 

強剪定 

１本 
図面⑱ 過去に剪定

した箇所で天止め 
（※２）（※３） 

C＝118 ㎝ 
１本 

図面⑲ 過去に剪定

した箇所で天止め 
（※２）（※３） 

C＝60 ㎝ 
１本 

図面⑳ 過去に剪定

した箇所で天止め 
（※２）（※３） 

サクラ C＝98 ㎝ 伐採 １本 図面 21 地際以下 

ケヤキ C＝121 ㎝ 強剪定 １本 
図面 22 過去に剪

定した箇所で天止め 
（※２）（※３） 

サクラ C＝50 ㎝ 伐採 １本 
図面 23 
フェンス外側の支障

木 

サクラ C＝142 ㎝ 剪定 １本 
図面 24 
（※２）（※３） 

折れ枝 C＝45 ㎝ 枯枝撤去 １本 
図面⑥～⑪の枝にま

たがる枝の撤去 
場所等の詳細は、図面のとおりとする。 

 



※１ 枝抜き、ちらし剪定で全体を小さくすること（①は下枝の除去含む）。 
※２ 防球ネットに支障な枝を除去すること。 
※３ 山田川に越境している枝を除去すること。 

 
４ 作業時期 

令和４年１月２６日から令和４年３月１８日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす 
る。 
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保全棟番号

(東校舎)

④

⑥
⑦

⑤

⑧

( )は学校での呼称を示す

※H 25年度2棟・ 3棟解体

①

②

③

④

⑤

（1-1～1-2）

（17）

（12）

（19）

（2-1～2-4）

（　）内は台帳棟番号

所在地

学校名

縮 尺 番号 20

吹田市立山田第一小学校

吹田市山田東２丁目３３番２号

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

エアコン設置教室

英語

ＷＣ
(乾) ＷＣ

(乾)

支援

教材室

低図書

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔
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収 入

印 紙 請書

令和 3年 9月17日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市末広町１１番１０号

商号又は名称 大阪環境整備　株式会社

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　井田　茂

21005081

1 委 託 業 務 名 吹田市立古江台中学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立古江台中学校

3 履 行 期 間 令和 3年 9月17日　から　令和 3年11月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 1 3

5 0\ 1 4 8

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

5 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立古江台中学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立古江台中学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、生徒、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

スモモ C=120cm 剪定 １本 
剪定する枝は学校と

要調整 図面① 

ビワ 
C=40cm 剪定 １本 

剪定する枝は学校と

要調整 図面② 

C=70cm 伐採 １本 地際以下 図面③ 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年９月１７日から令和３年１１月３０日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 





0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 3 3
0 0\ 3 6 3 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年11月29日　から　令和 4年 1月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21006417

1 委 託 業 務 名 吹田市立片山中学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立片山中学校

商号又は名称 株式会社札場造園

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　札場　治男

収 入

印 紙 請書

令和 3年11月29日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市津雲台７丁目５番１８号



吹田市立片山中学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立片山中学校の緑化の質的向上を図ることを目的と

する。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、生徒、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

カイズカイブキ C=100cm 伐採 １本 図面① 地際以下 

ニレ C=40cm 伐採 １本 図面② 地際以下 

ポプラ C=210cm 伐採 １本 図面③ 地際以下 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年１１月２９日から令和４年１月３１日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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00
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受　注　者

代 表 者 　吹田市長　後藤　圭二

所 在 地 　吹田市五月が丘南１７番７号

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年12月 3日

発　注　者 吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ７ 条

0 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 7 8
8 0 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 8 5
万 千 百 十 円百 十 億 千 百 十

4 業 務 委 託 料

千

2 場 所 吹田市立南千里中学校

3 履 行 期 間 令和 3年12月 3日　から　令和 4年 2月10日　まで

称 号 又 は 名 称 　大商造園株式会社　吹田支店

代 表 者 氏 名 　支店長　前田　智恵子 ㊞

業務委託契約書

21006433

1 委 託 業 務 名 吹田市立南千里中学校樹木剪定等業務



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立南千里中学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立南千里中学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、生徒、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

カシ C=101cm 剪定 １本 図面①※ 

カシ C=88cm 剪定 １本 図面②※ 

ヤマモモ C=57cm 剪定 １本 図面③※ 

ヤマモモ C=103cm 剪定 １本 図面④※ 

カシ C=119cm 剪定 １本 図面⑤※ 

タイサンボク C=65cm 伐採 １本 
地際以下 
図面⑥ 

モミジ C=73cm 伐採 １本 
地際以下 
図面⑦ 



カシ C=70cm 伐採 １本 
地際以下 
図面⑧ 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
  ※図面①～⑤は、落ちた枝葉が体育館屋上の排水溝を塞ぎ、排水不良 

を起こすことがあるため、屋上にかからないように剪定すること。 

 
４ 作業時期 

令和３年１２月３日から令和４年２月１０日までとする。 

ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
 



④②
①

①
（
1
0
-
1
～
1
0
-
2
）

（
　

）
内
は

台
帳

棟
番

号

Ｎ

竹
林

そ
の

他
地

　
137㎡

○ 門

ｷｭｰﾋﾟｸﾙ

竹
林

附
属
室

○ 門

そ
の

他
地

　
162㎡

道
路

巾

高
川

田
畑

4.000

陶
芸

倉
ｺﾞﾐ庫

雨
水

槽

正
門

通
用

門

H=10m
運

動
場

開
放

用
便

所

ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ
倉

庫

機
械

技
術

準
備

Ｗ
Ｃ

支
援

更
衣

室
休

養
室

保
健

室

玄
関

校
長

室

会
議

室

印
刷

放
送湯

職
員

室

事
務

室

Ｗ
Ｃ

(改
)男

(改
)

Ｗ
Ｃ女

屋
内

運
動

場

Ｐ
Ｃ

室

Ｗ
Ｃ

（
乾

）

借
地

　
公

園
み

ど
り

室

学
習

室
Ｃ

Ｒ
Ｃ

Ｒ
Ｃ

Ｒ

プ
ー

ル
(ｼｰﾄ)
25×

15

ろ
材

更
新
（

2017年
度
）

Ｗ
Ｃ

相
談

室
作

業
室

給
食

配
膳

室
多

目
的

視
聴

覚
室

生徒会

Ｗ
Ｃ

（
乾

）
PT

A

砂
子

谷
新

池

多
目
的

会議室

倉庫

２
階

平
面

図
兼

配
置
図

①
④

③
②

⑤

⑥
⑦⑧

吹
田
市
立
南
千
里
中
学
校



0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

3 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 3 4
3 0\ 3 7 7 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年11月 8日　から　令和 4年 1月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21006143

1 委 託 業 務 名 吹田市立古江台中学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立古江台中学校

商号又は名称 大阪環境整備株式会社

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　井田　茂

収 入

印 紙 請書

令和 3年11月 8日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市末広町１１番１０号



吹田市立古江台中学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立古江台中学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、生徒、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

マツ C=157cm 伐採 １本 
地際以下 
図面① 

マツ C=79cm 伐採 １本 
地際以下 
図面② 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和３年１１月８日から令和４年１月３１日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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代 表 者 氏 名

　吹田市末広町１１番１０号

　大阪環境整備株式会社

　代表取締役　井田　茂

業務委託契約書

21006442

1 委 託 業 務 名 吹田市立竹見台中学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立竹見台中学校

3 履 行 期 間 令和 3年12月 3日　から　令和 4年 2月10日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

21 2
千 百 十 円

\ 1
0 2

0 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 0 0 0

5 契 約 の 保 証 免　除

\ 1

代 表 者

受　注　者

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第７条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

㊞

　吹田市長　後藤　圭二

所 在 地

称 号 又 は 名 称

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年12月 3日

発　注　者 吹 田 市



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立竹見台中学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立竹見台中学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、生徒、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

ケヤキ C=170cm 伐採 １本 地際以下 図面① 

メタセコイヤ C=160cm 伐採 １本 地際以下 図面② 

アラカシ C=122cm 伐採 １本 地際以下 図面③ 

タブノキ C=53cm 剪定 １本 図面④ 

トウカエデ C=93cm 剪定 １本 図面⑤ 

アラカシ C=82cm 伐採 １本 地際以下 図面⑥ 

サンゴジュ C=20cm 処分 １本 図面⑦※ 

アラカシ C=138cm 伐採 １本 地際以下 図面⑧ 

サンゴジュ C=27cm 処分 １本 図面⑨※ 



アラカシ C=134cm 伐採 １本 地際以下 図面⑩ 

サクラ C=38cm 伐採 １本 地際以下 図面⑪ 

アラカシ C=88cm 伐採 １本 地際以下 図面⑫ 

ニレ C=67cm 伐採 １本 地際以下 図面⑬ 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
※⑦及び⑨は、学校校務員が剪定するため、その際に生じた枝葉を 

処分すること。 
 
４ 作業時期 

令和３年１２月３日から令和４年２月１０日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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業務委託契約書

21006465

1 委 託 業 務 名 吹田市立豊津中学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立豊津中学校

3 履 行 期 間 令和 3年12月 3日　から　令和 4年 2月10日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

\ 9 9 0 0 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

免　　除

\ 9 0

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ７ 条

0 0 0
5 契 約 の 保 証

　株式会社中野造園

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年12月 3日

発　注　者 吹 田 市

受　注　者

㊞代 表 者 氏 名 　代表取締役　中野　和雄

代 表 者 　吹田市長　後藤　圭二

所 在 地 　吹田市幸町１２番１号

称 号 又 は 名 称



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立豊津中学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立豊津中学校の緑化の質的向上を図ることを目的と

する。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、生徒、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

エノキ C=153cm 剪定 １本 図面① 強剪定 

カキ C=120cm 剪定 １本 図面② 強剪定 

サクラ C=140cm 支障枝撤去 １本 図面③（※１） 

クスノキ C=138cm 剪定 １本 図面④ 強剪定 

カイズカイブキ C=114cm 剪定 １本 図面⑤ 

シュロ C=40cm 伐採 １本 図面⑥ 地際以下 

スギ C=95cm 剪定 １本 図面⑦ 天止め 

スギ C=63cm 剪定 １本 図面⑧ 天止め 

クスノキ C=122cm 剪定 １本 図面⑨ 



枯木 C=176cm 伐採 １本 図面⑩ 地際以下 

クスノキ C=220cm 剪定 １本 
図面⑪  
強剪定（※２） 

イチョウ C=113cm 剪定 １本 
図面⑫  
強剪定（※２） 

イチョウ C=113cm 剪定 １本 
図面⑬  
強剪定（※２） 

サクラ C=160cm 支障枝撤去 １本 図面⑭（※１） 

サクラ C=88cm 支障枝撤去 １本 図面⑮（※１） 

枯木 C=64cm 伐採 １本 図面⑯ 地際以下 

サクラ C=197cm 支障枝撤去 １本 図面⑰（※１） 

マテバシイ C=90cm 剪定 １本 図面⑱ 全体の剪定 

ニレノキ C=96cm 剪定 １本 図面⑲ 全体の剪定 

マテバシイ C=93cm 剪定 １本 図面⑳ 全体の剪定 

枯木 C=84cm 伐採 １本 図面㉑ 地際以下 

マテバシイ C=105cm 剪定 １本 図面㉒ 全体の剪定 

ネズミモチ C=86cm 剪定 １本 図面㉓ 全体の剪定 

マテバシイ C=101cm 剪定 １本 図面㉔ 全体の剪定 

ネズミモチ C=114cm 剪定 １本 図面㉕ 全体の剪定 

クスノキ C=151cm 剪定 １本 
図面㉖  
強剪定（※３） 

クスノキ C=160cm 剪定 １本 
図面㉗  
強剪定（※３） 

ヤマモモ C=151cm 剪定 １本 
図面㉘  
強剪定（※４） 

サクラ C=86cm 枯枝撤去 １本 図面㉙ 

サクラ C=100cm 枯枝撤去 １本 図面㉚ 

サクラ C=86cm 枯枝撤去 １本 図面㉛ 



ウメ C=60cm 剪定 １本 
図面㉜ 全体の剪定 
（枯枝撤去含む） 

サクラ C=85cm 枯枝撤去 １本 図面㉝ 

ニレノキ C=96cm 剪定 １本 図面㉞ 全体の剪定 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
  ※１ 支障枝撤去は、道路にはみ出ている、ネット付近、電線等にか 

かる枝の撤去。 
  ※２ ナイター照明が隠れないように剪定。 

  ※３ 防犯カメラ画角、道路にはみ出ている、校内電線、下枝等の剪 

定を含む。 

  ※４ 街灯が隠れないように剪定。 

 
４ 作業時期 

令和３年１２月３日から令和４年２月１０日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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代 表 者 氏 名 　代表取締役　虎谷　コイ子 ㊞

　第 ７ 条

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 1月26日

発　注　者 吹 田 市

業務委託契約書

21007240

1 委 託 業 務 名 吹田市立第六中学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立第六中学校

3 履 行 期 間 令和 4年 1月26日　から　令和 4年 3月18日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

6 5
千 百 十 円

\ 1 2
1 5

0 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 0 0 0

5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 1

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

受　注　者

代 表 者 　吹田市長　後藤　圭二

所 在 地 　吹田市竹谷町６番１７号

称 号 又 は 名 称 　株式会社虎谷造園土木



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立第六中学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立第六中学校の緑化の質的向上を図ることを目的と

する。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、生徒、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

クスノキ C=154cm 強剪定 １本 図面① 

メタセコイア 

C=103cm～ 

119cm 

剪定 

２本 

図面② 天止め 
C=121cm～ 

134cm 
６本 

C=155cm １本 

サクラ 

C=62cm～ 

74cm 

剪定 

３本 

図面③ 

C=82cm～ 

96cm 
４本 

C=115cm １本 

C=134cm １本 

C=160cm １本 



場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和４年１月２６日から令和４年３月１８日までとする。 

ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

5 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 1 3
5 0\ 1 4 8 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 4年 2月 9日　から　令和 4年 3月25日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21007457

1 委 託 業 務 名 吹田市立高野台中学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立高野台中学校

商号又は名称 株式会社理研グリーン　大阪支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　森下　定巳

収 入

印 紙 請書

令和 4年 2月 9日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市古江台４丁目２番Ｄ３－３０５号



吹田市立高野台中学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立高野台中学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、生徒、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

ナンキンハゼ C=90cm 伐採 １本 図面① 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
   

※付近に散乱する倒木等の処理も行うこと。 
 
４ 作業時期 

令和４年２月９日から令和４年３月２５日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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0
0

#
0
0

#
0
00
0

受　注　者

代 表 者 　吹田市長　後藤　圭二

所 在 地 　吹田市五月が丘南１７番７号

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 2月21日

発　注　者 吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ７ 条

0 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 1 8 0
0 0 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 1 9 8
万 千 百 十 円百 十 億 千 百 十

4 業 務 委 託 料

千

2 場 所 吹田市立第一中学校

3 履 行 期 間 令和 4年 2月21日　から　令和 4年 3月25日　まで

称 号 又 は 名 称 　大商造園株式会社　吹田支店

代 表 者 氏 名 　支店長　前田　智恵子 ㊞

業務委託契約書

21007691

1 委 託 業 務 名 吹田市立第一中学校樹木剪定等業務



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立第一中学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立第一中学校の緑化の質的向上を図ることを目的と

する。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、生徒、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等  

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

  

 

 

 
 
 
 
 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
 
４ 作業時期 

令和４年２月２１日から令和４年３月２５日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 

別紙参照 



３ 作業区分等 【別紙】

図面番号 樹種 備考欄

① サクラ 118 ㎝ 地際以下

② サクラ 60 ㎝

③ サクラ 61 ㎝

④ サクラ 42 ㎝ 地際以下

⑤ サクラ 40 ㎝ 地際以下

⑥ サクラ 70 ㎝ 地際以下

⑦ サクラ 55 ㎝

⑧ サクラ 58 ㎝

⑨ サクラ 75 ㎝

⑩ サクラ 63 ㎝

⑪ サクラ 35 ㎝ 地際以下

⑫ サクラ 87 ㎝

⑬ サクラ 65 ㎝ 地際以下

⑭ サクラ 84 ㎝

⑮ サクラ 91 ㎝

⑯ サクラ 72 ㎝ 地際以下

⑰ サクラ 75 ㎝

⑱ サクラ 66 ㎝

⑲ サクラ 45 ㎝ 地際以下

⑳ サクラ 95 ㎝

㉑ サクラ 45 ㎝

㉒ サクラ 77 ㎝

㉓ サクラ 84 ㎝ 地際以下

㉔ サクラ 70 ㎝

㉕ サクラ 40 ㎝ 地際以下

㉖ サクラ 30 ㎝

㉗ サクラ 45 ㎝ 地際以下

㉘ サクラ 100 ㎝

㉙ サクラ 55 ㎝

㉚ サクラ 45 ㎝ 地際以下

31 サクラ 98 ㎝

32 サクラ 30 ㎝ 地際以下

33 サクラ 58 ㎝

34 サクラ 50 ㎝

35 サクラ 40 ㎝ 地際以下

36 サクラ 55 ㎝ 地際以下

37 サクラ 56 ㎝ 地際以下

伐採

剪定

剪定

幹周り等 処理

剪定

伐採

剪定

剪定

剪定

剪定

伐採

伐採

伐採

伐採

剪定

剪定

伐採

剪定

剪定

伐採

剪定

剪定

剪定

剪定

伐採

伐採

剪定

伐採

剪定

伐採

剪定

伐採

剪定

伐採

伐採

剪定

伐採

剪定



図面番号 樹種 備考欄幹周り等 処理

38 サクラ 43 ㎝ 地際以下

39 サクラ 90 ㎝

40 サクラ 56 ㎝ 地際以下

41 サクラ 27 ㎝ 地際以下

42 サクラ 46 ㎝ 地際以下

43 サクラ 95 ㎝

44 サクラ 65 ㎝

45 サクラ 60 ㎝

46 サクラ 80 ㎝ 地際以下

47 サクラ 80 ㎝

48 サクラ 91 ㎝

49 サクラ 53 ㎝ 地際以下

50 サクラ 50 ㎝

51 サクラ 45 ㎝

52 サクラ 45 ㎝

53 サクラ 100 ㎝

54 サクラ 45 ㎝ 地際以下

55 サクラ 28 ㎝ 地際以下

56 サクラ 30 ㎝ 地際以下

57 サクラ 45 ㎝

58 サクラ 115 ㎝

59 サクラ 66 ㎝

60 サクラ 30 ㎝ 地際以下

61 サクラ 90 ㎝

62 サクラ 40 ㎝ 地際以下

63 サクラ 33 ㎝ 地際以下

64 サクラ 88 ㎝

65 サクラ 55 ㎝

66 サクラ 35 ㎝ 地際以下

67 サクラ 35 ㎝ 地際以下

68 サクラ 45 ㎝ 地際以下

69 サクラ 45 ㎝

70 サクラ 56 ㎝ 地際以下

71 サクラ 55 ㎝ 地際以下

72 サクラ 85 ㎝

73 サクラ 65 ㎝ 地際以下

74 サクラ 105 ㎝

75 サクラ 30 ㎝ 地際以下

76 サクラ 35 ㎝ 地際以下

伐採

剪定

伐採

剪定

剪定

剪定

剪定

剪定

伐採

伐採

伐採

伐採

伐採

剪定

剪定

剪定

伐採

伐採

剪定

剪定

剪定

剪定

伐採

剪定

伐採

伐採

剪定

剪定

伐採

伐採

剪定

伐採

伐採

伐採

剪定

伐採

伐採

剪定

伐採



図面番号 樹種 備考欄幹周り等 処理

77 サクラ 25 ㎝ 地際以下

78 サクラ 130 ㎝

79 サクラ 35 ㎝ 地際以下

80 サクラ 73 ㎝

81 サクラ 60 ㎝ 地際以下

82 サクラ 161 ㎝

83 サクラ 65 ㎝

84 サクラ 60 ㎝ 地際以下

85 サクラ 130 ㎝

86 サクラ 210 ㎝

87 サクラ 95 ㎝ 地際以下

88 サクラ 120 ㎝

89 サクラ 126 ㎝

90 サクラ 120 ㎝

91 サクラ 98 ㎝ 地際以下

92 サクラ 77 ㎝

93 サクラ 25 ㎝ 地際以下

94 サクラ 59 ㎝

95 サクラ 95 ㎝

96 サクラ 112 ㎝

97 サクラ 120 ㎝

98 フェニックス 150 ㎝ 地際以下

99 フェニックス 205 ㎝ 地際以下

100 ゴールドクレスト 70 ㎝ 地際以下

101 ゴールドクレスト 80 ㎝ 地際以下

102 ゴールドクレスト 70 ㎝ 地際以下

剪定

剪定

伐採

伐採

剪定

伐採

伐採

剪定

伐採

剪定

伐採

剪定

剪定

剪定

剪定

剪定

伐採

伐採

伐採

伐採

剪定

伐採
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業務委託契約書

21007694

1 委 託 業 務 名 吹田市立南千里中学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立南千里中学校

3 履 行 期 間 令和 4年 2月21日　から　令和 4年 3月25日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

9 2
千 百 十 円

\ 7
7 2

0 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 0 0 0

5 契 約 の 保 証 免　　除

\

吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ７ 条

代 表 者 　吹田市長　後藤　圭二

所 在 地 　吹田市幸町１２番１号

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 2月21日

発　注　者

称 号 又 は 名 称 　株式会社中野造園

代 表 者 氏 名 　代表取締役　中野　和雄 ㊞

受　注　者



（総 則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、頭書の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもっ

て、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」と

いう。）を完了しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年

法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 



２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者



と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 

第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな



い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

 ⑴ 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

 ⑵ 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

⑶ この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

 ⑴ この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認められる

とき。 

⑵  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑶ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置命令がな

されなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行い、これが確定

したとき。 

⑷ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

 ⑴ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役

員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を代表す

る者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

⑵ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は



暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

⑶ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又

は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

⑷ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

⑸ 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、

その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者

と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

 ⑴ 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少した

とき。 

 ⑵ 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至った

とき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５



に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

⑴ 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した場合 

 ⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債

務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定により選任された破産管財人 

 ⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）の規定により選任された管財人 

 ⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 



吹田市立南千里中学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立南千里中学校の緑化の質的向上を図ることを目的

とする。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、生徒、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

アラカシ C=110cm 剪定 １本 図面① 南側強剪定 

カシ C=140cm 剪定 １本 図面② 南側強剪定 

サクラ C=200cm 剪定 １本 図面③ 南側強剪定 

ヤマモモ C=120cm 剪定 １本 図面④ 南側強剪定 

ケヤキ C=143cm 伐採 １本 図面⑤ 地際以下 

クスノキ C=200 ㎝ 強剪定 １本 図面⑥ 

場所等の詳細は、図面のとおりとする。 
   
 



４ 作業時期 
令和４年２月  日から令和４年３月２５日までとする。 

ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす

る。 
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収 入

印 紙 請書

令和 4年 3月 8日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市春日１丁目８番３号

商号又は名称 川西造園株式会社

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　川西　秀次

21008017

1 委 託 業 務 名 吹田市立第三中学校樹木剪定等業務

2 場 所 吹田市立第三中学校

3 履 行 期 間 令和 4年 3月 8日　から　令和 4年 3月25日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 4 0

0 0\ 4 4 0

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立第三中学校樹木剪定等業務仕様書 

 
１ 目的 
  本業務は、吹田市立第三中学校の緑化の質的向上を図ることを目的と

する。 
 
２ 作業内容 
（１）本業務にあたり、樹木は校庭としての形状、体裁を保持させること。 
（２）本業務を始める時は、学校長と剪定等対象樹木、作業内容等をあら

かじめよく打ち合わせをすること。 
本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ、行うもの

とする。 
（３）本業務により生じる枝葉は、受注者で処理すること。 
（４）本業務中は、生徒、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷

惑を掛けないよう、十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（５）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明

書に確認印をもらい、作業前及び作業後の写真とともに、発注者に提

出すること。 
 
３ 作業区分等 

樹木名 目通周など 作業区分 本数 備考 

クスノキ C＝287 ㎝ 支障枝撤去 １本 図面① ※ 

クスノキ C＝147 ㎝ 支障枝撤去 １本 図面② ※ 

ケヤキ C＝132 ㎝ 強剪定 １本 図面③ 

ケヤキ C＝133 ㎝ 剪定 １本 
図面④ 
枯れ枝・折れ枝

の切除を含む 
場所等の詳細は、図面のとおりとする。 

   
※民家側へ越境する枝を防球ネット内側で切除すること。 

 
４ 作業時期 

令和４年３月８日から令和４年３月２５日までとする。 
ただし、作業日程については、学校との協議により決定するものとす 
る。 
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校　長　印

上記業務が完了したことを証明します。

令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日

受託業者名

完 了 証 明 書

業 務 名

作 業 日

学 校 名

令和　　　年　　　月　　　日



㊞

２．完了年月日 令和　　　年　　　月　　　日

代 表 者 氏 名

受 託 業 務 完 了 届

下記のとおり完了しましたので届け出ます。

１．受託業務名

令和　　　年　　　月　　　日

　吹 田 市 長　 様

所 在 地

商号又は名称
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①

業務委託契約書

22003905

1 委 託 業 務 名 吹田市立保育園等樹木剪定業務

2 場 所 吹田市立保育園等

3 履 行 期 間 令和 4年 7月 4日　から　令和 4年 8月31日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

3 0
千 百 十 円

\ 3 6
3 0

0 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 0 0 0

5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 3

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第３条、第７条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 7月 4日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者

㊞
大阪府吹田市古江台４丁目２番Ｄ３-305

株式会社　理研グリーン　大阪支店

支店長　森下　定巳
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（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

（１） 契約保証金の納付 

（２） 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３） この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確

実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２

７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

（４） この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

（５） この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 

２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、
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発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者

と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 
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第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな

い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 
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 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

（１） 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

（２） 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

（３） この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

（１） この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認めら

れるとき。 

（２）  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

（３） 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置

命令がなされなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行

い、これが確定したとき。 

（４） 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０

年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

（１） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人

の役員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を

代表する者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められると

き。 

（２） 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図

る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。）又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

（３） 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力

団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる
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とき。 

（４） 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。 

（５） 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当た

り、その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りなが

ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

（１） 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少

したとき。 

（２） 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至

ったとき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（１） 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した

場合 



6 

 

（２） 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者

の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

（１） 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定により選任された破産管財人 

（２） 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定により選任された管財人 

（３） 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 
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吹田市立保育園等樹木剪定業務仕様書 

 

１ 業務名 

 吹田市立保育園等樹木剪定業務 

 

２ 履行場所 

 大阪府吹田市山田市場 19 番９号  山田保育園  6878-0223 

 大阪府吹田市泉町２丁目 11 番 43 号 いずみ保育園  6388-6088 

 大阪府吹田市桃山台１丁目４番１号 南千里保育園  6871-0767 

 大阪府吹田市岸部中２丁目２番１号 ことぶき保育園  6388-4411 

 大阪府吹田市岸部北２丁目２番２号 岸部保育園  6389-2838 

 大阪府吹田市千里山東２丁目 19 番 22 号 千里山保育園  6389-2200 

 大阪府吹田市南正雀４丁目１番１号 東保育園  6382-7010 

 大阪府吹田市垂水町１丁目６番９号 垂水保育園  6386-2974 

 大阪府吹田市内本町１丁目 23 番 28 号 吹一保育園  6382-7782 

 大阪府吹田市南清和園町 40 番 31 号 吹六保育園  6319-0237 

 大阪府吹田市出口町 32 番１号  片山保育園  6380-9558 

 大阪府吹田市千里山西１丁目 12 番 1 号 千三保育園  6386-9178 

 大阪府吹田市山田西１丁目 27 番 15 号 山三保育園  6876-4602 

 大阪府吹田市春日４丁目 10 番１号 千里新田こども園 6386-9262 

 大阪府吹田市江坂町３丁目 13 番１号 江坂大池こども園 6386-9226 

 

 剪定対象：別紙 剪定樹木一覧のとおり 

 

３ 業務内容 

（１）着手前に石、空き缶等の障害物はあらかじめ取除くこと。 

（２）樹木、生垣、柵等に絡んでいるつる性雑草等もきれいに除去すること。 

（３）本業務の剪定枝の発生量を発注者に報告すること。 

（４）剪定作業の着手前にその樹木の生育状態や特性等を見極めて慎重に観察診断を行

うこと 

（５）樹木の選定、整枝の基本は以下のとおりとする 

・頂枝は一つとする。 

・病気、害虫による被害のある枝葉を剪定する。 

・樹勢を衰弱させる徒長枝、幹吹き等を剪定する。 

・対生枝や車枝にせず、なるべく互生にする。 
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・同方向に同じような枝が重ならないようにする。 

・視点の高さと同じ位置に突き出している枝は、切り取るか、切りつめる。 

・樹木固有の性質に逆らって、逆方向に伸びた枝や乱れ枝を剪定する。 

・枝を同一方向のみに向けないようにする。 

・強い枝は短く、弱い枝は長く切る 

（６）作業等に必要な器具及び消耗品は、受託者の負担とする。 

 

４ 履行期間 

  契約締結日から令和４年８月 31 日までとする。 

 

５ 完了報告 

 作業が完了したときは、清掃・後片付けを完全に行い、発注者へ作業前・作業中・作業完

了後の写真を添付した完了報告書を提出すること。発注者が手直しの必要があると認め

た場合には、不合格の箇所を所定の期日までに完全に手直ししなければならない。これに

要する費用はすべて受注者の負担とする。 

６ 安全対策 

 刈草、枝葉等の搬出のために敷地内等へ車両を乗り入れるときは、交通安全対策について

常に留意し、交通事故防止に努めなければならない。 

 

７ 業務上の注意 

（１）受注者は、発注者の業務説明に従い、業務施工に関する一切の事項を処理しなけれ

ばならない。なお、本業務は主任技術者の選任を必要としない業務である。 

（２）受注者は、関係諸法規を遵守することはもちろん、第三者に損害等を与えないよう

万全の対策をとらなければならない。 

（３）業務中器具等で樹木、施設等を損傷しないよう十分注意しなければならない。 

（４）仕様書等に明記されていない事項で、業務施工上当然必要なものについては発注者

と協議のうえ、その指示に従わなければならない。 

 

８ 損害賠償及び補償 

（１）受注者は施設等に損傷を与えたときは直ちに発注者に報告し、その指示によるとと

もにすみやかに原形を復旧しなければならない。 

（２）受注者は業務の施行にあたり、万一注意義務を怠ったことにより第三者に損害を与

えたときは、その復旧及び賠償の全責任を負うものとする。 

 

９ 仕様書等についての質問先 

 吹田市児童部保育幼稚園室 総務グループ 施設管理・園務改善担当（06-6384-1541） 



01山田　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① カエデ 100 cm 剪定
② ドングリ 70 cm 剪定
③ カエデ 90 cm 剪定
④ カエデ 80 cm 剪定
⑤ カエデ 100 cm 剪定
⑥ 不明 40 cm 剪定
⑦ ドングリ 90 cm 剪定
⑧ 不明 40 cm 剪定
⑨ カエデ 125 cm 剪定
⑩ 不明 60 cm 剪定

樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1
2 3 4

5 6 7

8

9

10



02いずみ　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① サクラ 300㎝ 剪定
② ヒメリンゴ 50㎝ 剪定
③ サクラ 200㎝ 剪定
④ 不明 200㎝ 剪定

樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1

2

3

4



03南千里　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① イチョウ 52 cm 剪定
② マツ 87 cm 剪定
③ ゴールドクレスト 80 cm 剪定
④ フウ 84 cm 剪定
⑤ シュロ 60 cm 剪定
⑥ シュロ 60 cm 剪定
⑦ シュロ 60 cm 剪定
⑧ シュロ 60 cm 剪定
⑨ シュロ 60 cm 剪定
⑩ シュロ 60 cm 剪定
⑪ メタセコイヤ 110 cm 剪定
⑫ サンゴジュ 40 cm 剪定
⑬ サンゴジュ 40 cm 剪定
⑭ サンゴジュ 40 cm 剪定
⑮ 不明 150 cm 剪定

樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1234

5
6
7

8 9
10

11

12
13
14

15



04ことぶき　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① 不明 90 cm 剪定
② ツツジ 150 cm 剪定
③ サクラ 180 cm 剪定
④ 不明 75 cm 剪定
⑤ サクラ 200 cm 剪定
⑥ サクラ 245 cm 剪定
⑦ サクラ 280 cm 剪定
⑧ 不明 80 cm 伐採
⑨ 不明 45 cm 剪定
⑩ キンモクセイ 100 cm 剪定
⑪ 不明 45 cm 剪定
⑫ 不明 90 cm 剪定
⑬ 不明 90 cm 剪定
⑭ 不明 90 cm 剪定
⑮ カキ 80 cm 剪定
⑯ フジ 10 ㎡ 剪定
⑰ モミジ　カエデ 55 cm 剪定
⑱ モミジ　カエデ 80 cm 剪定
⑲ 不明 50 cm 剪定
⑳ クルミ 120 cm 伐採
㉑ 不明 55 cm 剪定

樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1

2

34
5678

9

10

11 12 13 14
15

2021

18

19

17

16



05岸部　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① 不明 80 cm 剪定
② サクラ 120 cm 剪定
③ 不明 100 cm 剪定
④ ユーカリ 150 cm 剪定
⑤ 不明 110 cm 剪定
⑥ 不明 120 cm 剪定
⑦ 不明 120 cm 剪定

樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1

2

3
4

5

6

7



06千里山　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① アメリカフウ 125 cm 強剪定
② アメリカフウ 160 cm 強剪定
③ クスノキ 120 cm 支障枝剪定
④ ツツジ 2 ㎡ 地際切断（サツキ）
⑤ ツツジ 2 ㎡ 地際切断（サツキ）
⑥ 不明 50 cm 剪定
⑦ 不明 65 cm 剪定
⑧ フジダナ 16 ㎡ 剪定
⑨ サクラ 30 cm 支障枝剪定
⑩ ナンテン 12 cm 剪定
⑪ クスノキ 135 cm 剪定
⑫ 不明 95 cm 支障枝剪定
⑬ ビワ 80 cm 剪定
樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1 2

3

4

5

6
7

8

9
10

11

12

13



07東　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① カシ 320 cm 剪定 幹４本
② マキ 50 cm 剪定
③ ネズミモチ 50 cm 剪定
④ ケヤキ 115 cm 剪定 幹２本
⑤ ネズミモチ 62 cm 剪定
⑥ サルスベリ 50 cm 剪定 幹２本
⑦ クヌギ 50 cm 剪定
⑧ ケヤキ 115 cm 剪定
⑨ ケヤキ 85 cm 剪定
⑩ マキ 35 cm 剪定
⑪ イチョウ 100 cm 剪定
⑫ イチョウ 80 cm 剪定
⑬ イチョウ 100 cm 剪定
⑭ ビワ 40 cm 剪定
⑮ ネズミモチ 40 cm 剪定

樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1

2 3
4
5
6
7

8

9

10

111213

14

15



08垂水　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① サクラ 140 cm 強剪定
② クスノキ 140 cm 強剪定
③ キンモクセイ 60 cm 強剪定
④ キンモクセイ 60 cm 強剪定
⑤ カキノキ 80 cm 剪定
⑥ フジ 16 ㎡ 剪定
⑦ コニファー 30 cm 剪定
⑧ ザツボク 10 cm 伐採

樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1

2

3
4

56 7

8



09吹一　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① ケヤキ 95 cm 剪定
② イチョウ 55 cm 剪定
③ クスノキ 55 cm 剪定
④ キンモクセイ 30 cm 剪定
⑤ カキ 40 cm 剪定
⑥ ビワ 60 cm 剪定
⑦ クスノキ 60 cm 剪定
⑧ シラカシ 35 cm 剪定

樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1

2

3
4567

8



10吹六　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① フショクギ 80 cm 剪定
② ニセアカシア 300 cm 剪定
③ タイサンボク 100 cm 剪定
④ トウネズミモチ 100 cm 剪定
⑤ フジ 12 ㎡ 剪定

樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1

2

3

4

5



11片山　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① サクラ 100 cm 剪定
② サクラ 100 cm 剪定
③ ミカン 65 cm 剪定
④ モクレン 40 cm 剪定
⑤ カキ 35 cm 剪定
⑥ ヒマラヤ杉 86 cm 剪定
⑦ クロガネモチ 100 cm 剪定
⑧ ケヤキ 100 cm 剪定
⑨ ナンキンハゼ 40 cm 剪定
⑩ 藤 7 ㎡ 剪定
⑪ クスノキ 100 cm 剪定
⑫ ビワ 50 cm 剪定

樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10
11

12



12千三　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① ヒラヤマスギ 50 cm 剪定
② ウメ 20 cm 剪定
③ 不明 70 cm 剪定
④ サクラ 80 cm 剪定
⑤ サクラ 80 cm 剪定
⑥ サクラ 80 cm 剪定
⑦ サクラ 80 cm 剪定
⑧ サクラ 30 cm 剪定
⑨ サクラ 30 cm 剪定
⑩ カシノキ 100 cm 剪定
⑪ カシノキ 100 cm 剪定
⑫ カシノキ 100 cm 剪定
⑬ カシノキ 100 cm 剪定

樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13



14山三　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① 不明 80 cm 伐採 朽ちている
② ザクロ 30 cm 剪定
③ ヒマラヤ杉 110 cm 剪定
④ イチョウ 110 cm 剪定
⑤ ケヤキ 50 cm 伐採 朽ちている
⑥ カシ 100 cm 強剪定

樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1
2

3
4

5

6



15千里新田　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① ヤマモモ 50 cm 剪定
② クリ 50 cm 剪定
③ ナンキンハゼ 120 cm 剪定
④ スギ 250 cm 剪定
⑤ カキ 70 cm 剪定
⑥ サクラ 300 cm 剪定
⑦ サクラ 60 cm 剪定
⑧ サクラ 60 cm 伐採 朽ちている
⑨ ヤマモモ 80 cm 剪定
⑩ モミジ 60 cm 剪定
⑪ アンズ 60 cm 剪定
⑫ アンズ 60 cm 剪定

樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1

2
3 4 5 6

7 8

9
10

11
12



16江坂大池　剪定樹木一覧

番号樹木名 作業区分 備考

① クスノキ 140 cm 剪定
② ケヤキ 100 cm 剪定
③ ケヤキ 75 cm 剪定

樹木位置図

幹周[高さ1.2m]
※フジ(藤棚)等は面積

1 2
3

















































完 了 証 明 書 

 

 

業 務 名  吹田市立○○園 樹木剪定業務 

 

作 業 日  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

園 名  吹田市立○○園 

 

上記業務が完了したことを証明します。 

 

令和  年  月  日 

  

 

 

 

 

受託業者名   

 

園長印 

 



0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 請書

令和 3年 9月21日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地

商号又は名称 株式会社理研グリーン　大阪支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　森下　定巳

百

21005160

1 委 託 業 務 名 吹田市立藤白台小学校及び桃山台小学校除草業務

2 場 所 藤白台小学校及び桃山台小学校

万

3 履 行 期 間 令和 3年 9月21日　から　令和 3年11月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 十 億 千 百 十

6
千 百 十 円

0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 4 4

2\ 4 8

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

吹田市古江台４丁目２番Ｄ３－３０５号

2 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。









0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 1 3
0 0\ 1 4 3 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年 9月17日　から　令和 3年11月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21005090

1 委 託 業 務 名 吹田市立吹田南小学校除草業務

2 場 所 吹田市立吹田南小学校

商号又は名称 株式会社中野造園

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　中野　和雄

収 入

印 紙 請書

令和 3年 9月17日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市幸町１２番１号







0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 請書

令和 3年 9月21日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市日の出町２６番９－２０８号

商号又は名称 株式会社桃山造園

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　仲井　美子

21005165

1 委 託 業 務 名 吹田市立西山田小学校及び北山田小学校除草業務

2 場 所 吹田市立西山田小学校及び北山田小学校

3 履 行 期 間 令和 3年 9月21日　から　令和 3年11月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

2
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 2 5

0 1\ 2 7 6

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 9 2

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。





Administrator
テキストボックス

Administrator
テキストボックス



Administrator
テキストボックス

Administrator
テキストボックス



0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 請書

令和 3年 9月27日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市五月が丘南１７番７号

商号又は名称 大商造園株式会社　吹田支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　前田　智恵子

21005272

1 委 託 業 務 名 吹田市立南山田小学校及び佐竹台小学校除草業務

2 場 所 南山田小学校及び佐竹台小学校

3 履 行 期 間 令和 3年 9月27日　から　令和 3年11月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 3 9

0 0\ 4 2 9

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。









0
0

#
0
0

#
0
00
0

受　注　者

㊞

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年10月18日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ７ 条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

0 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 9 0
0 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 9 9 0
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年10月18日　から　令和 3年12月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

21005655

1 委 託 業 務 名 吹田市立東山田小学校除草業務

2 場 所 吹田市立東山田小学校

所 在 地

称 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 　支店長　前田　智恵子

　大商造園株式会社　吹田支店

　吹田市五月が丘南１７番７号



















0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 3 2
0 0\ 3 5 2 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年10月28日　から　令和 3年12月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21005998

1 委 託 業 務 名 吹田市立豊津第二小学校ほか２校除草業務

2 場 所 吹田市立豊津第二小学校、山手小学校、片山小学校

商号又は名称 田中造園土木株式会社　吹田営業所

㊞代 表 者 氏 名 所長　秋山　弘子

収 入

印 紙 請書

令和 3年10月28日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市南正雀２丁目１７番１４号











0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 請書

令和 3年10月14日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地

商号又は名称 株式会社八福　吹田支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　小出　弘

百

21005631

1 委 託 業 務 名 吹田市立千里第二小学校除草業務

2 場 所 吹田市立千里第二小学校

万

3 履 行 期 間 令和 3年10月14日　から　令和 3年12月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 十 億 千 百 十

6
千 百 十 円

0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 3 9

7\ 4 3

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

吹田市山田東１丁目１８番１０－１０１号

7 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。







0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 請書

令和 3年10月28日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市春日１丁目８番３号

商号又は名称 川西造園株式会社

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　川西　秀次

21006012

1 委 託 業 務 名 吹田市立吹田第三小学校ほか２校除草業務

2 場 所 吹田第三小学校、千里第三小学校、岸部第一小学校

3 履 行 期 間 令和 3年10月28日　から　令和 3年12月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 2 1

1 5\ 2 3 8

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

6 5 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。











0
0

#
0
0

#
0
00
0

業務委託契約書

21005666

1 委 託 業 務 名 吹田市立津雲台小学校及び古江台小学校除草業務

2 場 所 吹田市立津雲台小学校及び古江台小学校

3 履 行 期 間 令和 3年10月18日　から　令和 3年12月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

\ 1 3 1 4 5 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

免　　除

\ 1 1 9

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ７ 条

5 0 0
5 契 約 の 保 証

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年10月18日

発　注　者 吹 田 市

代 表 者 氏 名

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者

㊞称 号 又 は 名 称

所 在 地

　代表取締役　中野　和雄

　株式会社中野造園

　吹田市幸町１２番１号





















0
0

#
0
0

#
0
00
0

称 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 　代表取締役　寺前　昭二郎

　株式会社寺前造園

受　注　者

㊞

　吹田市春日２丁目２番１６号所 在 地

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年10月18日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ７ 条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

0 0 0
5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 1 1 4
0 0 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

\ 1 2 5 4
千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年10月18日　から　令和 3年12月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

業務委託契約書

21005663

1 委 託 業 務 名 吹田市立千里新田小学校及び高野台小学校除草業務

2 場 所 吹田市立千里新田小学校及び高野台小学校



Administrator
テキストボックス



Administrator
テキストボックス



Administrator
テキストボックス



Administrator
テキストボックス



Administrator
テキストボックス



Administrator
テキストボックス



Administrator
テキストボックス



Administrator
テキストボックス



Administrator
テキストボックス



0
0

#
0
0

#
0
00
0

3

業務委託契約書

21005660

1 委 託 業 務 名 吹田市立青山台小学校及び青山台中学校除草業務

2 場 所 吹田市立青山台小学校及び青山台中学校

履 行 期 間 令和 3年10月18日　から　令和 3年12月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 円億 千 百

1 7
1 0

百 十十 万 千

\ 1 0 0 07

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

0 0 0
5

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

契 約 の 保 証 免　　除

\

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

7

所 在 地

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年10月18日

発　注　者

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

吹 田 市

　第 ７ 条

代 表 者 　吹田市長　後藤　圭二

　吹田市古江台４丁目２番Ｄ３－３０５号受　注　者

㊞　支店長　森下　定巳

　株式会社理研グリーン　大阪支店

代 表 者 氏 名

称 号 又 は 名 称















0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 請書

令和 3年11月10日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地

商号又は名称 株式会社理研グリーン　大阪支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　森下　定巳

百

21006191

1 委 託 業 務 名 吹田市立千里たけみ小学校及び竹見台中学校除草業務

2 場 所 千里たけみ小学校及び竹見台中学校

万

3 履 行 期 間 令和 3年11月10日　から　令和 3年12月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 十 億 千 百 十

2
千 百 十 円

0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 3 5

7\ 3 9

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

吹田市古江台４丁目２番Ｄ３－３０５号

7 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。









0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 請書

令和 3年10月 1日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市津雲台７丁目５番１８号

商号又は名称 株式会社札場造園

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　札場　治男

21005338

1 委 託 業 務 名 吹田市立片山中学校除草業務

2 場 所 片山中学校

3 履 行 期 間 令和 3年10月 1日　から　令和 3年11月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 2 5

5 0\ 2 8 0

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

5 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立片山中学校除草業務仕様書 

 

１ 目的 
  本業務は、片山中学校の敷地内の環境整備を目的とする。 

 
２ 作業内容 
（１）本業務中は、生徒、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷惑を掛け

ないよう十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（２）本業務に不適当と思われる作業員については、作業員の変更を命ずることが

ある。 
（３）本業務を始める時は、あらかじめの学校長又は教頭と事前によく打ち合わせ

をすること。 
本業務の作業日程は、事前に学校と調整のうえ行うものとする。  
本業務中の事故により第三者に対し、損害損傷を与えた場合及受託者側に損

傷が生じた場合は、全て受託者の負担により処理すること。 
（４）器具等により樹木や施設に損傷を与えないよう十分に注意を払うこと。 
（５）刈りむら、刈り残しのないよう均一に刈り込むこと。刈高は、原則として地

際とする。 
   本業務により発生する刈草については、受託者の責任において処理すること。 
   本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け完了確認書に確認印

をもらい、除草前、除草後の写真とともに発注者に提出すること。 

 
３ 作業対象校及び作業範囲 

なお、作業範囲の詳細は、別添の図面のとおりとする。 

 

４ 作業時期 
  令和３年１０月１日から令和３年１１月３０日までとする。ただし、作業日程

の決定については、各学校との協議によるものとする。 

学  校  名 面積（㎡） 

面積のうち

法面（㎡） 

区     分 

機械刈

（㎡） 
人力（㎡） 

片山中学校 １，５５０ １，５５０ １，３００ ２５０ 
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#
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#

収 入

印 紙 請書

令和 3年10月 1日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市千里山高塚２２番４号

商号又は名称 株式会社井畑造園土木　吹田支店

㊞代 表 者 氏 名 支店長　諸藤　延由

21005368

1 委 託 業 務 名 吹田市立第一中学校除草業務

2 場 所 第一中学校

3 履 行 期 間 令和 3年10月 1日　から　令和 3年11月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 2 3

4 8\ 2 6 0

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

6 8 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



吹田市立第一中学校除草業務仕様書 

 

１ 目的 
  本業務は、第一中学校の敷地内の環境整備を目的とする。 

 
２ 作業内容 
（１）本業務中は、生徒、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷惑を掛け

ないよう十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（２）本業務に不適当と思われる作業員については、作業員の変更を命ずることが

ある。 
（３）本業務を始める時は、あらかじめの学校長又は教頭と事前によく打ち合わせ

をすること。 
本業務の作業日程は、事前に学校と調整のうえ行うものとする。  
本業務中の事故により第三者に対し、損害損傷を与えた場合及受託者側に損

傷が生じた場合は、全て受託者の負担により処理すること。 
（４）器具等により樹木や施設に損傷を与えないよう十分に注意を払うこと。 
（５）刈りむら、刈り残しのないよう均一に刈り込むこと。刈高は、原則として地

際とする。 
   本業務により発生する刈草については、受託者の責任において処理すること。 
   本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け完了確認書に確認印

をもらい、除草前、除草後の写真とともに発注者に提出すること。 

 
３ 作業対象校及び作業範囲 

なお、作業範囲の詳細は、別添の図面のとおりとする。 

 

４ 作業時期 
  令和３年１０月１日から令和３年１１月３０日までとする。ただし、作業日程

の決定については、各学校との協議によるものとする。 

学  校  名 面積（㎡） 

面積のうち

法面（㎡） 

区     分 

機械刈

（㎡） 
人力（㎡） 

第一中学校 １，２８０ １，２８０ １，２８０ ０ 
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　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

5 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 3 9
5 0\ 4 3 4 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年 9月27日　から　令和 3年11月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21005238

1 委 託 業 務 名 吹田市立西山田中学校ほか２校除草業務

2 場 所 西山田中学校、山田東中学校及び高野台中学校

商号又は名称 株式会社大阪緑花

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　柾木　潤一

収 入

印 紙 請書

令和 3年 9月27日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市岸部北５丁目１番３号



吹田市立西山田中学校ほか２校除草業務仕様書 

 

１ 目的 
  本業務は、西山田中学校及、山田東中学校及び高野台中学校の敷地内の環境整 
備を目的とする。 

 
２ 作業内容 
（１）本業務中は、生徒、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷惑を掛け

ないよう十分に注意を払って作業を行うものとする。 
（２）本業務に不適当と思われる作業員については、作業員の変更を命ずることが

ある。 
（３）本業務を始める時は、あらかじめの学校長又は教頭と事前によく打ち合わせ

をすること。 
本業務の作業日程は、事前に学校と調整のうえ行うものとする。  
本業務中の事故により第三者に対し、損害損傷を与えた場合及受託者側に損 

傷が生じた場合は、全て受託者の負担により処理すること。 
（４）器具等により樹木や施設に損傷を与えないよう十分に注意を払うこと。 
（５）刈りむら、刈り残しのないよう均一に刈り込むこと。刈高は、原則として地

際とする。 
   本業務により発生する刈草については、受託者の責任において処理すること。 
   本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け完了確認書に確認印

をもらい、除草前、除草後の写真とともに発注者に提出すること。 

 
３ 作業対象校及び作業範囲 

なお、作業範囲の詳細は、別添の図面のとおりとする。 

 

４ 作業時期 
  令和３年９月２７日から令和３年１１月３０日までとする。ただし、作業日程

の決定については、各学校との協議によるものとする。 

学校名 面積（㎡） 
面積のうち 

法面（㎡） 

区     分 

機械刈（㎡） 人力（㎡） 

西山田中学校 １，４００ ５８０ １，４００ ０ 

山田東中学校 １，８００ １，０００ １，８００ ０ 

高野台中学校 １，３００ ８００ １，３００ ０ 
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0
0

#
0
0

#

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

7 7 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。

\ 4 4
4 7\ 4 9 2 0

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

千 百 十 円十 億 千 百 十 万

3 履 行 期 間 令和 3年 9月17日　から　令和 3年11月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百

21005101

1 委 託 業 務 名 吹田市立千里丘中学校除草業務

2 場 所 千里丘中学校

商号又は名称 田中造園土木株式会社　吹田営業所

㊞代 表 者 氏 名 所長　秋山　弘子

収 入

印 紙 請書

令和 3年 9月17日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 吹田市南正雀２丁目１７番１４号







0
0

#
0
0

#
0
00
0

業務委託契約書

21005518

1 委 託 業 務 名 吹田市立南千里中学校及び古江台中学校除草業務

2 場 所 吹田市立南千里中学校及び古江台中学校

3 履 行 期 間 令和 3年10月18日　から　令和 3年12月28日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

2 7
千 百 十 円

\ 1 7
5 7

0 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 0 0 0

5 契 約 の 保 証 免　　除

\ 1

吹 田 市

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第 ７ 条

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者

㊞

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 3年10月18日

発　注　者

　支店長　諸藤　延由

　株式会社井畑造園土木　吹田支店

　吹田市千里山高塚２２番４号

代 表 者 氏 名

称 号 又 は 名 称

所 在 地





















校　長　印

上記業務が完了したことを証明します。

令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日

受託業者名

完 了 証 明 書

業 務 名

作 業 日

学 校 名

令和　　　年　　　月　　　日



令和　　　年　　　月　　　日

　吹 田 市 長　 様

所 在 地

商号又は名称

㊞

２．完了年月日 令和　　　年　　　月　　　日

代 表 者 氏 名

受 託 業 務 完 了 届

下記のとおり完了しましたので届け出ます。

１．受託業務名



0
0

#
0
0

#

収 入

印 紙 業務委託請書

令和 3年 8月10日

吹田市長　後藤　圭二 殿

所 在 地 大阪府吹田市津雲台７丁目５番１８号

商号又は名称 株式会社　札場造園

㊞代 表 者 氏 名 代表取締役　札場　治男

21004245

1 委 託 業 務 名 南千里保育園除草業務

2 場 所 南千里保育園

3 履 行 期 間 令和 3年 8月10日　から　令和 3年 9月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 \ 1 2

0 0\ 1 3 2

　なお、履行期間中は、吹田市の指示に従い、違反しません。

0 0 0

　上記のとおり業務を請け負います。

　つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を順守し、別冊の図面及び

仕様書のとおり履行期間内に完成引き渡します。



南千里保育園除草業務仕様書 

 

1 目  的 

  本業務は南千里保育園の緑化の質的向上を図ることを目的とする。 

 

2 対象施設 

南千里保育園（吹田市桃山台 1丁目 4-1） TEL:06-6871-0767 

 

3 作業内容 

 本業務にあたり、該当箇所の形状、体裁を保持させること。 

 本業務を始める時は、園長及び保育幼稚園室と除草対象箇所、作業内容等をあ

らかじめよく打ち合わせをすること。 

 本業務の作業日程については、事前に園長及び保育幼稚園室と調整のうえ、行

うものとする。 

 本業務により生ずる廃棄物は、受託者で処理すること。 

 本業務中は、園児、職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷惑をかけないよ

う、充分なる注意をはらって作業を行うものとする。 

 本業務が完了したときは、園長の検査を受け、作業前及び作業後の写真ととも

に、保育幼稚園室に報告をすること。 

 

4 作業区分等 

   南千里保育園 除草 919 ㎡ 

  場所等の詳細は、別添図面のとおりとする。 

 

5 作業時期 

  令和 3年 8月 10日から令和 3年 9月 30日までとする。 
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仮設使用範囲に関しては、工事後整地を行い破損個所は現状通り復旧すること。

特記事項

交通誘導員は適時増員すること。

仮設については災害が及ばないよう設置すること。

足場の足元は園児の触れる恐れのある部分は白シートにて養生を行う。

梁枠部については落下物のなきよう防護措置を施すこと。

仮設の詳細については現場で打ち合わせすること。

養生用白シート

※園児の触れる場所は両面シート張りとする。

廊下面の作業は１棟づつ施工し、土日祝日の作業とする。

仮設トイレ

資材置き場等については現場にて確認すること。

防護フェンス等についてはけがをしないように養生テープ等で養生する。

吹田市立南千里保育園改修工事（建築工事）
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長方形
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長方形
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長方形
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多角形

00008856
線

00008856
タイプライターテキスト
南千里保育園　合計919㎡　





認定こども園佐竹台幼稚園除草業務仕様書 

 

１ 目  的 

  本業務は、認定こども園佐竹台幼稚園の敷地内の環境整備を目的とする。 

２ 対象施設 

  吹田市立認定こども園佐竹台幼稚園（佐竹台 5-12-1）TEL：06-6871-2234 

３ 作業内容 

(1)  本業務中は、園児、幼稚園職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷惑を

かけないよう充分なる注意をはらって作業を行うものとする。 

(2)  本業務に不適当と思われる作業員については、作業員の変更を命ずること

がある。 

(3)   本業務を始める時は、あらかじめ園長と事前によく打ち合わせをすること。 

本業務の作業日程については、事前に幼稚園と調整のうえ、行うものと

する。 

(4)   本業務中の事故により第三者に対し、損害損傷を与えた場合及び  

受託者側に損傷を生じた場合は、すべて受託者の負担により処理すること。 

(5)  器具等により樹木や施設等に損傷を与えないように充分なる注意をはら

うこと。 

(6)   刈りむら、刈り残しのないように均一に刈り込むこと。刈高は、原則とし

て地際とする。 

(7)  本業務により発生する刈草については、受託者の責任において処理するこ

と。 

(8)  本業務が完了したときは、園長の検査を受け、完了証明書に確認印をもら

い、作業前及び作業後の写真とともに児童部保育幼稚園室に提出すること。 

４ 作業範囲 

作業範囲の詳細は、別添図面のとおりとする。（除草 1,780㎡） 

５ 実施時期 

  年 2 回実施する。第 1 回目は契約締結日から令和 3 年 7 月 31 日までに実施し、

第 2回目は令和 3年 12月 1日から令和 3年 12月 25日までに実施する。ただし、

園長の指示により変更する場合がある。 

   



完 了 証 明 書 

 

 

業 務 名  吹田市立認定こども園佐竹台幼稚園除草業務 

 

作 業 日  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

園 名  吹田市立認定こども園佐竹台幼稚園 

 

上記業務が完了したことを証明します。 

 

令和  年  月  日 

  

 

 

 

 

受託業者名  株式会社 札場造園 

 

園長印 
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①

業務委託契約書

22002171

1 委 託 業 務 名 吹田市千三保育園斜面除草剪定業務

2 場 所 千三保育園

3 履 行 期 間 令和 4年 5月 1日　から　令和 4年 6月30日　まで

4 業 務 委 託 料

千 百 十 億 千 百 十 万

6 5
千 百 十 円

\ 7
6 9

6 0 0
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 6 0 0

5 契 約 の 保 証 免　　除

\

6 適 用 除 外 条 項

上記の委託業務について、発注者と受注者は各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項（適用除外条項は、上記６のとおり。）によって公正な委託契約を締結し、

　第３条、第７条

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本 契 約 の 証 と し て 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、 発 注 者 と 受 注 者 記 名 押 印 の う え 、 各 自

１ 通 を 保 有 す る 。

令和 4年 4月28日

発　注　者 吹 田 市

代表者　吹田市長　後藤　圭二

受　注　者

㊞（株）ティエムケイ

代表取締役　金森　宣生

大阪府吹田市原町２丁目５４番１６―３０９号
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（総 則） 

第１条 受注者は、別冊の設計書、図面及び仕様書（以下「設計書等」という。）に基づき、頭書

の業務委託料（以下「業務委託料」という。）をもって、頭書の履行期間（以下「履行期間」と

いう。）内に、頭書の委託業務（以下「委託業務」という。）を完了しなければならない。 

２ 前項の設計書等に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者が協議して定める。 

 （法令上の責任） 

第２条 受注者は、この委託業務の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働

安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。 

（１） 契約保証金の納付 

（２） 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３） この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確

実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２

７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

（４） この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

（５） この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値（有価証券の場合にあっては時価の１０分の８

の額）、保証金額又は保険金額は、業務委託料の１００分の５以上としなければならない。ただ

し、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第１

９条第２項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

 （権利義務の譲渡等） 

第４条 この契約によって生ずる受注者の権利又は義務は、第三者にこれを譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第５条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはなら

ない。 

２ 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、



2 

 

発注者の承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その他必要な事項を

発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平成２４年吹田市

条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した

誓約書を、それぞれから徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その受任者又は

下請負人との契約において、契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  受注者は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止措置を受

けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１

１月１３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けている者及び第１６条の３各号に該当する者

を受任者又は下請負人としてはならない。 

６  受注者が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条の３各号に該当する者を受任者又は

下請負人としていた場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受注者は、この委託業務の履行について特許権その他第三者の権利の対象となっている履

行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （現場代理人） 

第７条 受注者は、現場代理人を定め、書面により発注者に通知しなければならない。 

２ 受注者又は現場代理人は、発注者の指示に従い委託業務に関する一切の事項を処理しなければ

ならない。 

３ 発注者は、受注者の現場代理人について、委託業務の実施又は管理について著しく不適当と認

めるときは、受注者に対しその理由を明示してその交替を求めることができる。 

 （委託業務の調査等） 

第８条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又

は報告を求めることができる。 

 （業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止するこ

とができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者

と受注者が協議して書面によりこれを定める。 

 （履行期間の延長） 
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第１０条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に委託業務を完了

することができないことが明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面

により履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者が協議し

て定める。 

 （業務の処理に関して生じた損害の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者が負

担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由により生じたときはこの限

りでない。 

 （履行遅滞の場合における延滞違約金） 

第１２条 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない

場合において、履行期間経過後発注者が相当と認める期間内に完了する見込みがあるときは、発

注者は延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項に規定する延滞違約金の額は、業務委託料に対して、吹田市財務規則（昭和３９年吹田市

規則第１４号）に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。 

 （検査及び引渡し） 

第１３条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して受託業務完了届ととも

に成果品一切を提出しなければならない。 

２ 発注者は、前項の受託業務完了届を受理したときは、その日から１０日以内に成果品について

検査を行わなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞な

く当該補正を行い再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を業務の完

了とみなして、前各項の規定を準用する。 

４ 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡さなければ

ならない。 

 （業務委託料の支払） 

第１４条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払

を請求するものとする。 

２ 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から３０日以内に支払わなければならな

い。 

 （権利の帰属） 

第１５条 受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 
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 （発注者の解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

（１） 正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。 

（２） 期間内にこの委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

（３） この契約に違反したとき。 

第１６条の２ 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ち

にこの契約を解除することができる。 

（１） この契約に違反し、その契約の違反により契約の目的を達することができないと認めら

れるとき。 

（２）  第１７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

（３） 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令（排除措置

命令がなされなかった場合にあっては、同法第６２条第１項に規定する納付命令）を行

い、これが確定したとき。 

（４） 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の刑法（明治４０

年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

第１６条の３ 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す

ることができる。 

（１） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人

の役員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契約を締結する事務所をいう。）を

代表する者をいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められると

き。 

（２） 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図

る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。）又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

（３） 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力

団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる
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とき。 

（４） 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有していると認められるとき。 

（５） 第５条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当た

り、その契約の相手方が第１号から前号までに規定する行為を行う者であると知りなが

ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

第１６条の４ 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第１６条、第１６条の２及び前条の規

定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 

２ 前項又は次条の規定により、契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了し

た部分があるときは、発注者は、その部分に相応する業務委託料を受注者に支払うものとする。 

（受注者の解除権） 

第１７条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者と協議のうえ契約を解除する

ことができる。 

（１） 第９条の規定により委託業務内容を変更したため頭書の業務委託料が３分の２以上減少

したとき。 

（２） 発注者が契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至

ったとき。 

（談合等不正行為があった場合の賠償額の予定等） 

第１８条 受注者が、この契約に関して、第１６条の２第３号又は第４号のいずれかに該当したと

きは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として、業務委託料の１００

分の１０に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第１６条

の２第４号のうち、受注者の刑法第１９８条の規定による刑が確定した場合は、この限りではな

い。 

２  前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 

３  第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いて、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （契約が解除された場合等の違約金） 

第１９条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の１００分の５

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（１） 発注者が第１６条、第１６条の２又は第１６条の３の規定に基づきこの契約を解除した

場合 
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（２） 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者

の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

（１） 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定により選任された破産管財人 

（２） 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定により選任された管財人 

（３） 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

３  第１項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付、担保の提供等の契約の保証が

付されているときは、発注者は当該契約保証金、担保、保証事業会社から支払われる保証金又は

保険会社から支払われる保険金等をもって違約金に充当することができる。 

４  第１項及び前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する違約金の額を超え

る場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるもの

ではない。 

 （違約金等の控除） 

第２０条 受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発

注者は業務委託料のうちからその金額を控除し、なお不足を生ずるときは追徴する。 

 （秘密の保持） 

第２１条 受注者は、委託業務の処理上知り得た積算等の秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 受注者は成果品（委託業務等の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧さ

せ、複写させ、又はその写しを譲渡してはならない。 

 （従業員研修） 

第２２条 受注者は、この委託業務に従事させる従業員に、業務内容、接遇、人権啓発及び火災、

地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必要な研修を行うものとする。 

 （補 則） 

第２３条 この契約書に定めのない事項については吹田市財務規則の定めるところに従い、同規則

に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。 
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吹田市千三保育園斜面除草剪定業務仕様書 

 

１ 業務名 

 吹田市千三保育園斜面除草剪定業務 

 

２ 履行場所 

 吹田市千里山西１丁目 12 番１号 千三保育園 

 除草面積：別紙 図面のとおり 約 907 ㎡ 

 剪定対象：別紙 図面及び樹木一覧表のとおり 

 

３ 業務内容 

（１）除草は、美観維持と植栽地内の植栽植物の健全育成、雑草繁茂の防止及び草地区域の草丈抑制を

目的とする。 

（２）除草着手前に除草区域内にある石、空き缶等の障害物はあらかじめ取除くこと。 

（３）刈むら、刈残しのないように均一に刈込むこと。刈高は、発注者の指示のほかは原則として地際

とする。 

（４）樹木、生垣、柵等に絡んでいるつる性雑草等もきれいに除去すること。 

（５）本業務の除草及び剪定枝の発生量を発注者に報告すること。 

（６）剪定作業の着手前にその樹木の生育状態や特性等を見極めて慎重に観察診断を行うこと 

（７）樹木の選定、整枝の基本は以下のとおりとする 

・頂枝は一つとする。 

・病気、害虫による被害のある枝葉を剪定する。 

・樹勢を衰弱させる徒長枝、幹吹き等を剪定する。 

・対生枝や車枝にせず、なるべく互生にする。 

・同方向に同じような枝が重ならないようにする。 

・視点の高さと同じ位置に突き出している枝は、切り取るか、切りつめる。 

・樹木固有の性質に逆らって、逆方向に伸びた枝や乱れ枝を剪定する。 

・枝を同一方向のみに向けないようにする。 

・強い枝は短く、弱い枝は長く切る 

（８）剪定を行う幹也部分の分量は、樹種及び樹の勢力によって大きく左右されるので、２分の１から

４分の３程度とする。 

（９）作業等に必要な器具及び消耗品は、受託者の負担とする。 

 

４ 履行期間 

  令和４年５月１日 から 令和４年６月 30 日 までとする。 

  ※履行期間に係わらず、園と調整のうえ、可能な限りすみやかに実施すること。 
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５ 完了報告 

 作業が完了したときは、清掃・後片付けを完全に行い、発注者へ作業前・作業中・作業完了後の写真を

添付した完了報告書を提出すること。発注者が手直しの必要があると認めた場合には、不合格の箇所を

所定の期日までに完全に手直ししなければならない。これに要する費用はすべて受注者の負担とする。 

 

６ 安全対策 

 刈草、枝葉等の搬出のために敷地内等へ車両を乗り入れるときは、交通安全対策について常に留意し、

交通事故防止に努めなければならない。 

 

７ 業務上の注意 

（１）受注者は、発注者の業務説明に従い、業務施工に関する一切の事項を処理しなければならない。

なお、本業務は主任技術者の選任を必要としない業務である。 

（２）受注者は、関係諸法規を遵守することはもちろん、第三者に損害等を与えないよう万全の対策を

とらなければならない。 

（３）業務中器具等で樹木、施設等を損傷しないよう十分注意しなければならない。 

（４）仕様書等に明記されていない事項で、業務施工上当然必要なものについては 

発注者と協議のうえ、その指示に従わなければならない。 

 

８ 損害賠償及び補償 

（１）受注者は施設等に損傷を与えたときは直ちに発注者に報告し、その指示によるとともにすみやか

に原形を復旧しなければならない。 

（２）受注者は業務の施行にあたり、万一注意義務を怠ったことにより第三者に損害を与えたときは、

その復旧及び賠償の全責任を負うものとする。 

 

９ 疑義 

  本仕様書に疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。 

 

 

 







（案） 

       業 務 委 託 請 書 

  

 

令和２年２月２１日 

 

吹田市長 後 藤 圭 二 殿 

所 在 地 吹田市山手町４丁目４番５号 

商号又は名称 株式会社 堀田工務店 

代表者氏名  代表取締役 堀田 稔 

 

 

１ 委 託 業 務 名 吹田市立第六中学校及び片山小学校土砂搬出及び処分業務 

２ 場 所    吹田市立第六中学校及び片山小学校 

３ 履 行 期 間 
令和２年２月２５日から 

令和２年３月１２日まで 

 

４ 業 務 委 託 料 

 

 

￥ 

    十 

３ 

    万 

３ 

    千 

０ 

    百 

０ 

    十 

０ 

    円 

０ 

うち取引に係る消費税 

及び地方消費税の額 

 
￥ ３ ０ ０ ０ ０ 

 

上記のとおり業務を受託します。 

つきましては、吹田市財務規則及び関係法令を遵守し、別冊の図面及び 

仕様書のとおり履行期間内に完了引き渡します。 

 なお、履行期間中は吹田市の指示に従い、違反しません。  

収入 

印紙 



吹田市立第六中学校及び片山小学校 

土砂搬出及び処分業務仕様書 

 

１ 目的 

  本業務は、吹田市立第六中学校及び片山小学校における土砂の搬出及び処分作業

を行い、学校の環境改善を目的とする。 

 

２ 作業内容 

（１）本業務の作業範囲については、別添の図面に図示した部分とする。 

（２）本業務は、土嚢袋に入った土砂を搬出するとともに、搬出した土砂については

受託者の責任において適法適正に処分すること。 

（３）本業務中は、生徒及び児童、学校職員、付近の住民及び通行人等に危害・迷惑

を掛けないよう十分に注意を払って作業を行うものとする。 

（４）本業務に不適当と思われる作業員については、作業員の変更を命じることがあ

る。 

（５）本業務を始める時は、あらかじめ当該作業対象校の学校長又は教頭と事前によ

く打ち合わせをし、誤りのないようにすること。 

本業務の作業日程については、事前に学校と調整のうえ行うものとする。 

（６）本業務中の事故により第三者に対し、損害損傷を与えた場合及び受託者側に損

傷を生じた場合は、全て受託者の負担により処理すること。 

（７）本業務が完了したときは、学校長又は教頭の検査を受け、完了証明書に確認印

をもらい、作業前、作業後の写真とともに教育委員会学校教育部教育総務室に提

出すること。 

 

３ 作業時期 

令和２年２月２５日から令和２年３月１２日までとする。ただし、作業日程の決

定については、学校との協議によるものとする。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

① 

② 

③ 



 

 



完 了 証 明 書 

 
 

作 業 内 容   

 

作 業 日  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

学 校 園 名   

 

上記作業が完了したことを証明します。 

 

令和  年  月  日 

  

 

 

 

 

受託業者名   

 

校 長 印 

 



 

幼稚園等環境整備業務委託契約書 
 

 吹田市（以下「甲」という。）と公益社団法人吹田市シルバー人材セン

ター（以下「乙」という。）は、幼稚園等環境整備業務について、次のとお

り契約を締結する。 

 （目的） 

第１条 甲は、幼稚園等における環境整備業務（以下「委託業務」とい

う。）を必要に応じて乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。 

 （処理方法） 

第２条 乙は、別添仕様書により、委託業務を処理しなければならない。 

 （委託期間） 

第３条 委託期間は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までとする。

  

 （委託料） 

第４条 委託金額は、次のとおりとする。 

  ア 全日１回 ８，６１０円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

  イ 午前半日１回 ３，８８９円（消費税及び地方消費税の額を含 

む。） 

   ウ 午後半日は１回 ４，７２１円（消費税及び地方消費税の額を含 

む。） 

２ 乙は、前月に処理した委託業務に関する実績報告書及び委託料請求書を

甲に提出するものとする。 

３ 甲は、前項の報告書及び請求書が正当と認めたときは、３０日以内に乙

に対し委託料を支払うものとする。 

（報告等） 

第５条 甲は、乙の委託業務の処理状況について、乙の報告を求めることが

できる。  

（意見の相違） 

第６条 この契約書及び仕様書に関し意見を異にするときは、乙は特に定め

るものを除くほか、甲と協議するものとする。 

 

 



 （権利義務の譲渡等） 

第７条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又

は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得

た場合は、この限りでない。 

 （一括委任等の禁止及び誓約書の提出） 

第８条 乙は、委託業務の全部又は大部分を一括して公益社団法人吹田市シル

バー人材センター会員以外の第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 

２ 乙は、委託業務の一部を公益社団法人吹田市シルバー人材センター会員以

外の第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承

諾を得なければならない。 

３ 乙は、前項の承諾を得たときは、受任者又は下請負人の商号又は名称その

他必要な事項を甲に通知しなければならない。 

４ 乙は、受任者又は下請負人が、吹田市暴力団の排除等に関する条例（平

成２４年吹田市条例第５０号）第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力団

密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、甲に提出

しなければならない。ただし、その受任者又は下請負人との契約において、

契約金額が５００万円未満の場合は、この限りでない。 

５  乙は、吹田市指名停止措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指

名停止措置を受けている者、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における

暴力団排除措置要領（平成２４年１１月１３日制定）に基づく入札参加除外

措置を受けている者及び第１６条第１項各号に該当する者を受任者又は下請

負人としてはならない。 

６  乙が入札参加除外措置を受けている者又は第１６条第１項各号に該当す

る者を受任者又は下請負人としていた場合は、甲は乙に対して、当該契約の

解除を求めることができる。 

７ 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うもの

とする。 

 （損害負担） 

第９条 乙は、委託業務を処理するに当り、乙の責めに帰すべき事由により

 第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

 

 



 （従事者に対する補償） 

第１０条 乙の従事者が、業務履行のため事故等により負傷し、又は死亡す

ることがあっても、甲の責に帰する事由によるものを除き、甲は、これに

対し補償等一切の責任を負わないものとする。 

 （業務説明） 

第１１条 甲は、乙に対し、この契約に基づく業務の執行について必要な作

業説明を行い、乙はこれを遵守しなければならない。 

 （従事者の変更） 

第１２条 甲は、乙の従事者で契約の履行又は管理につき不適当と認められ

る者があるときは、理由を明示して他の者と替えることを乙に求めること

ができる。 

 （秘密を守る義務） 

第１３条 乙又は乙の従事者は、業務の履行に際し知り得た秘密をもらして

はならない。 

 （従事者研修） 

第１４条 乙は、この委託業務に従事させる従事者に、業務内容、接遇、人

権啓発及び火災、地震等の緊急時の対応に関する研修その他業務遂行上必

要な研修を行うものとする。 

 （契約の変更） 

第１５条 甲は、契約締結後において、この契約について内容の変更、金額

の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等の必要が生じたときは、

乙と協議のうえ契約を変更することができる。 

（甲の解除権） 

第１６条 甲は乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す

ることができる。 

（１） 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合に

はその法人の役員又はその支店若しくは営業所（常時業務の請負契

約を締結する事務所をいう。）を代表する者をいう。）又は経営に

事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。 

 

 

 

 



（２）役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者

の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員を利用するなどしたと認められるとき。 

（３）役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってする

かを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上

の利益を不当に与えたと認められるとき。 

（４）役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会

的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

（５）第８条第２項の規定により第三者に委任し、又は請負わせようとする

ときの契約に当たり、その契約の相手方が第１号から前号に規定する行

為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められる

とき。 

 （疑義等の決定） 

第１７条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたとき

は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

  この契約の締結を証するため本証書２通を作成し、双方記名押印のうえ

各自１通を所持する。 

 

  令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日      

 

 

 

  委託者（甲）  吹  田  市      

           代表者 吹田市長  後 藤  圭 二 

 

 

  受託者（乙）  吹田市千里山松が丘２６番２３号 

           公益社団法人吹田市シルバー人材センター 

            理事長  加 藤 剛 義 



幼稚園等環境整備業務仕様書 

 １ 業 務 名 

     幼稚園等環境整備業務 

  

 ２ 目 的 

     幼稚園等の環境整備業務を定められた実施日及び時間内に責任をも

って履行することを目的とする。 

 

 ３ 業務実施場所及び実施日 

     吹田市立幼稚園等とする。（場所は別紙のとおりとする） 

月曜日から金曜日までとする。 

ただし、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定

する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日ほか、園長が定める日

は除くものとする。 

なお、幼稚園諸行事等の関係で業務実施日を変更することがある。 

 

 ４ 業 務 時 間 

   （１） 全  日  午前８時３０分から午後５時まで 

   （２） 午前半日  午前８時３０分から正午まで 

   （３） 午後半日  午後０時４５分から午後５時まで 

 

 ５ 業 務 内 容   

   （１） 内部清掃業務 

管理諸室（園長室、職員室、会議室、遊戯室、印刷室等）、廊

下、階段及び窓ガラスの清掃、ごみの処理（ごみ庫までの運搬を

含む）、油拭き（ただし、東山田幼稚園は除く） 

   

 

 



   （２） 外部清掃業務 

       玄関、通路、園門内外、園庭（砂場及び足洗い場を含む）、側

溝及び敷地周囲の清掃、ごみの処理（ごみ庫までの運搬及び、ご

み庫の清掃を含む） 

   （３） 園児の湯茶準備及び後始末等 

   （４） 幼稚園諸行事の業務 

       行事の準備及び片付け 

   （５） 備品（ストーブ、ファンヒーター、扇風機など）の格納、配置

等に関する業務 

（６） 園庭、園舎及び備品の維持管理に必要とする簡易な修理及び 

      作業等 

  遊具等の塗装、蛍光灯及び電球の交換（足場が１.５ｍ以上とな

る高所作業を除く）、砂場の掘り起こし など 

（７）  植木等のかん水、除草及び剪定（機械を使用しての作業及び

足場が１.５ｍ以上となる高所作業を除く）、花の手入れ 

   （８） 園内の日毎の施設巡回点検、水道メーターの検針及び業務日誌

の記入・提出 

（９） 園内の月毎の施設安全点検の共同実施 

（１０）以下の時間帯における園門付近での立哨及び園門の開閉 

   ア 全園 

    午後４時３０分から５時まで 

イ 幼保連携型認定こども園 

午後１時４５分から２時１５分まで及び園長の指定する時間帯 

 

 ６ そ の 他   

     この仕様書に定めのないことで、業務の遂行にあたっての必要な    

事項については、児童部保育幼稚園室、園長及び受託者が協議して定

めるものとする。 

 

 



 

別紙 

園名 住所 

認定こども園吹田第一幼稚園 吹田市元町３０番４４号 

吹田第三幼稚園 吹田市高城町１８番３９号 

認定こども園吹田南幼稚園 吹田市南金田１丁目４番１６号 

認定こども園千里第二幼稚園 吹田市千里山松が丘２５番１号 

東佐井寺幼稚園 吹田市五月が丘西４番１号 

認定こども園岸部第一幼稚園 吹田市岸部中２丁目１９番１号 

認定こども園豊津第一幼稚園 吹田市江坂町１丁目１５番４２号 

片山幼稚園 吹田市朝日が丘町１６番１号 

認定こども園山田第一幼稚園 吹田市山田東２丁目３３番３号 

認定こども園山田第三幼稚園 吹田市山田西１丁目４番１号 

東山田幼稚園 吹田市青葉丘南１５番１０号 

南山田幼稚園 吹田市千里丘西９番１号 

認定こども園佐竹台幼稚園 吹田市佐竹台５丁目１２番１号 

はぎのきこども園（幼保連携型認定こども園） 吹田市古江台２丁目１１番４号 

千里新田こども園（幼保連携型認定こども園） 吹田市春日４丁目１０番１号 

江坂大池こども園（幼保連携型認定こども園） 吹田市江坂町３丁目１３番１号 

 
































